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説

第
三
節
類
似
概
念
と
の
比
較

第
四
節
試
論
l
第
三
セ
ク
タ
ー
の
概
念
を
行
政
法
学
上
い
か
に
構
成
す
べ
き
か

第
二
章
第
三
セ
ク
タ
ー
の
実
態

第
一
節
設
立
状
況

第
二
節
第
三
セ
ク
タ
ー
の
実
態
i
ム
事
例
分
析

第
三
節
ま
と
め

第
三
章
第
三
セ
ク
タ
ー
に
関
す
る
法
的
考
察

お
わ
り
に

(
以
上
本
号
)

(
以
上
第
五
四
巻
第
六
ロ
サ
)

論

第
二
章

第
三
セ
ク
タ
ー
の
実
態

第
一
節

設
立
状
況

全
国
の
場
合

(
二
設
立
数

政
府
に
よ
る
第
三
セ
ク
タ
ー
に
関
す
る
全
国
的
な
調
査
と
し
て
は
、
総
務
省
(
旧
自
治
省
)
が
三
年
ご
と
に
行
っ
て
い
る
「
地
方
公
社
等

に
関
す
る
調
査
」
が
最
も
権
威
の
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
第
三
セ
ク
タ
ー
に
関
す
る
研
究
の
多
数
は
こ
の
調
査
の
結
果
に
基
づ

い
て
行
わ
れ
て
き
た
。
便
宜
上
本
論
文
に
お
い
て
も
二

O
O
二
年
一
月
一
日
時
点
の
デ

l
タ
を
ま
と
め
て
編
纂
さ
れ
た
「
最
新
地
方
公
社
総

覧
二

O
O
二
』
を
ベ

i
ス
に
す
る
。
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いわゆる第三セクターに関する行政法学的考察 (2) 

表①地方公社の年次別股立数 (2002年1月1日現在)

:ミマ 民法法人 商法法人 地方住宅 地方道路 土地開発

供給公社 公社 公社
合計

財団法人社団法人 株式会社有限公社

s 47まで 630 223 519 11 55 23 142 1. 603 

48 94 25 42 l 。 2 711 875 

49 85 32 23 。 。 3 324 467 

50 68 16 23 l l 2 48 159 

51 86 12 17 2 。 l 19 137 

52 75 7 30 1 。 l 13 127 

53 95 9 41 I 。 。 14 160 

54 98 8 40 。 。 。 19 165 

55 96 10 50 I 。 。 13 170 

56 124 12 42 1 。 l 22 202 

57 149 6 43 2 。 。 18 218 

58 114 10 45 2 。 23 195 

59 132 7 58 4 。 。 15 216 

60 120 8 84 1 。 l 17 231 

61 134 10 101 6 。 。 16 267 

62 126 8 121 5 。 。 19 279 

63 157 8 177 3 。 29 375 

平成元年 189 13 167 11 。 。 21 401 

2 203 8 165 12 。 3 14 405 

3 222 7 162 2 。 。 15 408 

4 243 12 177 12 。 I 22 467 

5 185 12 159 21 。 l 11 389 

6 190 11 159 19 。 l 14 394 

7 156 9 159 21 。 。 11 356 

8 159 9 181 25 。 l 376 

9 97 6 162 21 。 I 6 293 

10 71 4 144 29 。 。 3 251 

11 62 7 135 21 。 。 。 225 
12 50 6 118 26 。 。 l 201 

13 33 11 78 23 。 。 2 147 

合計 4，243 526 3，422 285 57 43 1，583 10，159 

出所:地域企業経営研究会編『最新地方公社総覧2002J(ぎょうせい、 2003年) 5頁。
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説

一
五
九
社
で
あ
り
(
表
①
参
照
)
、
都
道
府
県
の
出
資
・

出
摘
に
係
る
地
方
公
社
は
二
、
七
O
九
、
指
定
都
市
の
出
資
・
出
摘
に
係
る
公
社
は
五
八
八
、
市
区
町
村
の
出
資
・
出
掲
に
係
る
公
社
は
六
、

(
l
)
 

八
六
二
と
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
全
国
の
地
方
公
社
数
は
二
O
O
二
年
一
月
一
日
現
在
一
O
、

北法55(4・282)1666

号ι
阿岡

(
二
)
設
立
概
況

地
方
公
社
の
設
立
さ
れ
た
年
次
を
見
る
と
、
「
公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」
の
施
行
に
よ
っ
て
土
地
開
発
公
社
が
多
く
設
立

さ
れ
た
一
九
七
三
年
か
ら
一
九
七
四
年
ま
で
の
二
年
間
が
最
も
多
く
、
次
い
で
、
一
九
九
二
年
を
中
心
と
す
る
数
年
間
が
多
く
な
っ
て
い
る
。

地
方
公
社
の
種
類
を
そ
の
業
務
分
野
で
見
る
と
、
「
地
域
開
発
・
都
市
開
発
関
係
」
二
、
一
九
七
社
(
全
公
社
の
二
一
・
六
%
)
が
最
も
多
く
、

次
い
で
「
観
光
・
レ
ジ
ャ
ー
関
係
」
一
、
四
八
四
社
(
同
一
四
・
六
%
)
、
「
農
林
水
産
関
係
」
一
、
四
四
二
社
(
同
一
四
・
二
%
)
の
順
に
な
っ

て
い
る
。
法
人
形
態
か
ら
見
る
と
、
民
法
法
人
が
四
、
七
六
九
社
(
全
公
社
の
四
六
・
九
%
)
と
最
も
多
く
、
次
い
で
商
法
法
人
三
、
七
O
七

社
(
同
三
六
・
五
%
)
、
特
別
法
人
一
、
六
八
三
社
(
同
一
六
・
六
%
)
と
な
っ
て
お
り
、
民
法
法
人
と
商
法
法
人
で
全
体
の
八
割
以
上
を
占

め
て
い
る
。
地
方
公
社
に
対
す
る
出
資
の
状
況
を
み
る
と
、
資
本
金
の
総
額
は
五
兆
三
、
八
四
七
億
円
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
、
地
方
公
共
団

体
か
ら
の
出
資
の
総
額
は
三
兆
一
、
O
八
七
億
円
と
な
っ
て
い
る
。
地
方
公
社
の
役
員
数
は
、
二
一
五
、
九
四
O
人
と
な
っ
て
お
り
、
役
員
の

出
身
別
で
は
、
地
方
公
共
団
体
退
職
者
が
六
、
五
五
O
人
(
五
・
二
%
)
、
地
方
公
共
団
体
出
向
者
が
二
八
、
七
四
八
人
(
二
二
・
八
%
)
、
そ

の
他
の
役
員
が
九
O
、
六
回
二
人
(
七
二
・
O
%
)
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
職
員
二
五
六
、
コ
一
O
三
人
の
内
訳
を
出
身
別
に
見
る
と
、
地
方

公
共
団
体
退
職
者
が
一
四
、
七
五
七
人
(
五
・
八
%
)
、
地
方
公
共
団
体
出
向
者
が
三
六
、
三
五
四
人
(
一
四
・
二
%
て
そ
の
他
の
職
員
が
二

O
五
二
九
二
人
(
八
0
・
0
%
)
と
な
っ
て
い
る
。
地
方
公
社
の
統
廃
合
の
状
況
を
見
る
と
、

一
九
九
九
年
度
か
ら
二
O
O
一
年
度
ま
で

の
三
年
間
に
、
廃
止
が
二
八
七
社
、
統
合
が
一
四
八
件
(
統
合
前
三
二
O
社
、
統
合
後
一
四
八
社
)
と
な
っ
て
い
る
。
廃
止
の
理
由
に
つ
い

て
、
①
事
業
目
的
の
達
成
、
②
経
営
難
、
③
類
似
の
事
業
を
行
う
も
の
の
存
在
等
、
統
合
の
理
由
に
つ
い
て
、
①
組
織
の
効
率
化
及
び
経
営



(
2
)
 

の
合
理
化
、
②
事
業
の
類
似
性
等
が
そ
れ
ぞ
れ
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

いわゆる第三セクターに関する行政法学的考察 (2) 

北
海
道
の
場
合

(
二
北
海
道
全
体

北
海
道
地
区
全
体
の
地
方
公
社
数
は
二

O
O
二
年
一
月
一
日
現
在
六
六
六
社
(
北
海
道
人
一
二
、
札
幌
市
五
一
、
市
区
町
村
五
三
二
)
で
あ

り
、
数
の
点
で
は
全
国
一
と
な
っ
て
い
る
。
第
二
位
の
大
阪
府
(
三
一
七
三
社
)
の
ほ
ぼ
二
倍
、
一
番
少
な
い
山
梨
県
(
九
O
社
)
の
七
倍
に

相
当
し
、
全
国
的
に
も
突
出
し
て
い
る
。
設
立
さ
れ
た
年
次
を
見
る
と
、
一
九
六
六
年
ま
で
に
三
二
社
、
一
九
六
七
年
か
ら
一
九
七
二
年
に

か
け
て
平
均
し
て
毎
年
五
社
前
後
が
設
立
さ
れ
た
。
一
九
七
三
年
に
至
つ
て
は
、
「
公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」
の
施
行
に
伴

い
一
二
O
社
が
設
立
さ
れ
て
断
然
と
多
く
、
全
国
と
同
様
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
。
一
九
七
五
年
代
か
ら
二
O
O
一
年
ま
で
の
聞
は
大
体
毎
年

一
二
社
前
後
が
設
立
さ
れ
た
。
事
業
分
野
別
で
み
る
と
、
地
域
開
発
・
都
市
開
発
関
係
(
一
七
九
社
)
、
観
光
・
レ
ジ
ャ
ー
関
係
(
一
三
六

社
)
と
農
林
水
産
関
係
(
九
六
社
)
が
最
も
多
く
を
占
め
て
い
る
。
北
海
道
の
地
域
色
が
強
く
反
映
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
法
人
形
態

(
3
)
 

を
見
る
と
、
民
法
法
人
が
二
ハ
O
、
商
法
法
人
が
三
五
九
、
い
わ
ゆ
る
地
方
三
公
社
が
一
四
七
で
あ
る
(
表
②
参
照
)
。

(
二
)
札
幌
市

札
幌
市
は
、
市
民
生
活
に
関
連
の
深
い
サ
ー
ビ
ス
を
公
共
性
を
保
ち
な
が
ら
民
間
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
活
用
し
て
柔
軟
に
運
営
す
る
目
的
で
「
出

(
4
)
 

資
団
体
」
を
設
立
し
、
そ
の
運
営
に
関
与
し
て
き
て
い
る
。
二
O
O
二
年
一
月
一
日
現
在
、
札
幌
市
が
主
導
的
に
設
立
・
運
営
し
て
い
る
い

わ
ゆ
る
「
出
資
団
体
」
は
五
一
社
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
二
五
%
以
上
出
資
の
も
の
は
三
一
、
二
五
%
未
満
の
も
の
は
二
O
で
あ
る
。
民
法

(5) 

法
人
形
態
の
公
益
法
人
は
二
四
社
で
あ
り
、
商
法
上
の
株
式
会
社
形
態
の
も
の
は
二
六
社
、
そ
の
他
の
形
態
は
一
社
と
な
っ
て
い
る
。

北法55(4・283)1667
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表②北海道における第三セクターの股立状況 (2002年1月1日現在)

区
北海道 札幌市 市町村

計分
25%以上 25%未満 25%以上 25%未満 25%以上 25%未満

地域開発・都市開発関係 7 。 2 2 166 2 179 

住宅都市サーピス関係 4 。 3 l 7 6 21 

観光 レジャー関係 。 。 2 2 123 9 136 

農林水産関係 11 8 。 2 62 13 96 

商 工 関 係 5 l 4 2 20 2 32 

社会福祉・保険医療関係 10 3 3 l 9 l 27 

生活衛生関係 l 。 4 1 14 1 21 

運輸・道路関係 5 2 4 3 17 3 30 

教育・文化関係 10 4 5 。 27 4 50 

公害・自然保全関係 l 。 。 。 4 。 5 
情報処理関係 。 4 。 。 4 6 14 

国際交流関係 1 。 1 。 2 。 4 
そ の 他 7 2 3 6 25 5 48 

計 62 21 31 20 480 52 666 

之ロ、 計 83 51 532 666 

出所:地域企業経営研究会編『最新地方公社総覧2002](主ょうせい、 2003年)66-72頁の表により作成

(
l
)
地
域
企
業
経
営
研
究
会
編
『
最
新
地
方
公
社
総
覧
二
O
O
二』

(
ぎ
ょ
う
せ
い
、
二

O
O
三
年
)
二
頁
(
以
下
「
総
覧
」
と
引

用)。

(
2
)
前
掲
・
総
覧
四
|
四
一
頁
。

(
3
)
前
掲
・
総
覧
。
デ
ー
タ
は
全
て
同
書
五
六
七
九
頁
の
表
に

よ
り
整
理
析
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

(
4
)
札
幌
市
に
お
い
て
は
、
一
般
に
第
三
セ
ク
タ
ー
と
呼
ば
ず
に
、

「
出
資
団
体
」
か
「
指
定
団
体
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
し
か
し
、
い
わ
ゆ
る
「
出
資
団
体
」
や
「
指
定
団
体
」
の

中
身
は
第
三
セ
ク
タ
ー
の
そ
れ
と
殆
ど
変
わ
ら
な
い
よ
う
で
あ

り
、
ほ
ぼ
同
義
に
使
わ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
日
本
で
は
地

方
公
共
団
体
に
よ
っ
て
第
三
セ
ク
タ
ー
を
「
外
郭
団
体
」
と
呼

ん
だ
り
、
「
出
資
法
人
」
と
呼
ん
だ
り
し
て
呼
び
方
が
ま
ち
ま
ち

で
あ
る
。
例
え
ば
東
京
都
と
神
戸
市
で
は
第
三
セ
ク
タ
ー
を
「
外

郭
団
体
」
と
呼
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
北
海
道
に
お
い
て

は
「
関
与
団
体
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

(
5
)
前
掲
・
総
覧
六
六
l
七
二
頁
の
表
に
よ
り
整
理
析
出
し
た
も

の
で
あ
る
。

北1去55(4・284)1668

第

節

第
三
セ
ク
タ
ー
の
実
態
l
事
例
分
析

日
本
で
は
、
第
三
一
セ
ク
タ
ー
の
設
立
・
運
営
に
地
方
公
共
団
体



いわゆる第三セクターに関する行政法学的考察 (2) 

が
関
与
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
関
与
の
仕
方
も
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
も
の
が
多
い
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
実
態
レ
ベ
ル
に
お
い
て
第

三
セ
ク
タ
ー
は
普
通
の
民
間
法
人
と
異
な
っ
た
特
色
を
持
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
三
セ
ク
タ
ー
に
関
す
る
法
的
考
察
を
行
う
場
合
に

(I) 

は
、
そ
の
実
態
を
充
分
に
把
握
す
る
こ
と
が
不
可
欠
の
前
提
作
業
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
以
下
に
お
い
て
、
二

O
O
一
年
五
月
か
ら
二

0

0

二
年
七
月
に
か
け
て
筆
者
が
北
海
道
地
区
、
特
に
札
幌
市
に
お
け
る
九
団
体
に
対
し
て
実
施
し
た
実
態
調
査
を
メ
イ
ン
に
、
第
三
セ
ク
タ
ー

の
実
態
を
よ
り
具
体
的
に
解
明
し
て
み
た
い
。

な
お
、
調
査
対
象
全
体
を
北
海
道
特
に
札
幌
市
の
そ
れ
に
限
定
し
た
の
は
、
北
海
道
に
お
け
る
第
三
一
セ
ク
タ
ー
が
全
国
都
道
府
県
の
中
で

一
番
多
い
と
い
う
客
観
的
理
由
と
、
筆
者
に
と
っ
て
経
済
的
地
理
的
ま
た
は
時
間
的
に
も
調
査
を
行
い
や
す
い
と
い
う
主
観
的
理
由
と
に
よ

る
。
調
査
方
法
と
し
て
は
、
ま
ず
調
査
し
よ
う
と
す
る
第
三
セ
ク
タ
ー
と
連
絡
し
、
相
手
方
の
受
入
れ
承
諾
を
い
た
だ
い
て
か
ら
、
質
問
事

項
を
送
付
し
、
最
後
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
実
施
す
る
、
と
い
う
形
で
行
っ
た
。
ま
た
、
具
体
的
対
象
を
選
定
す
る
際
に
は
、
法
人
形
態
に
お

い
て
、
商
法
上
の
株
式
会
社
と
民
法
上
の
公
益
法
人
、
更
に
特
別
立
法
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
た
公
益
法
人
、
出
資
比
率
に
お
い
て
、
出
資

比
率
の
高
い
も
の
か
ら
低
い
も
の
、
事
業
目
的
及
び
事
業
分
野
に
お
い
て
、
地
域
の
足
の
確
保
を
目
的
と
す
る
鉄
道
輸
送
業
か
ら
勤
労
者
の

雇
用
促
進
と
福
祉
の
向
上
を
目
的
と
す
る
ホ
テ
ル
経
営
等
、
設
立
主
体
に
お
い
て
、
行
政
単
独
で
設
立
し
た
も
の
か
ら
民
間
と
共
同
で
設
立

さ
れ
た
も
の
な
ど
、
で
き
る
だ
け
第
三
セ
ク
タ
ー
の
実
態
を
多
面
的
か
つ
客
観
的
に
反
映
で
き
る
よ
う
配
慮
し
た
。

北
海
道
ち
ほ
く
高
原
鉄
道
株
式
会
社

(
こ
設
立
の
経
緯

旧
国
鉄
の
再
建
と
経
営
健
全
化
を
目
的
と
す
る
「
日
本
国
有
鉄
道
経
営
再
建
特
別
法
」
が
施
行
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
北
見
市
と
池
田
町

を
結
ぶ
池
北
線
は
一
九
八
二
年
に
第
二
次
特
定
地
方
交
通
線
と
し
て
選
定
さ
れ
て
廃
線
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
沿
線
各
自
治
体
と
住
民
か
ら
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説

地
域
の
足
と
し
て
存
続
さ
せ
る
こ
と
が
強
く
求
め
ら
れ
、
結
局
一
九
八
九
年
に
北
海
道
と
沿
線
七
市
町
な
ど
が
共
同
出
資
し
て
第
三
セ
ク

タ
ー
形
式
で
の
存
続
が
決
ま
っ
た
。

ヲ"'-
開問

(
二
)
経
営
状
況

日
本
一
長
い
第
三
セ
ク
タ
ー
方
式
の
鉄
道
で
あ
る
が
、
厳
し
い
経
営
が
続
い
て
い
る
。
表
③
に
よ
る
と
、
同
社

は
平
均
し
て
毎
年
四
億
円
前
後
の
赤
字
を
計
上
し
て
い
る
。
二

O
O
二
年
度
の
実
績
で
見
る
と
、
営
業
収
益
は
二

億
四
百
万
円
余
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

コ
ス
ト
で
あ
る
営
業
費
用
は
ほ
ぼ
三
倍
の
六
億
九
百
万
円
余
と
な
っ
て
い

る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
当
年
度
は
営
業
赤
字
が
三
億
七
千
八
百
万
円
計
上
さ
れ
て
い
る
。
人
員
削
減
な
ど
の
経
営
努

力
に
よ
り
、
経
費
に
つ
い
て
は
会
社
設
立
時
の
計
画
よ
り
も
削
減
さ
れ
て
い
る
が
、
沿
線
人
口
の
減
少
等
に
よ
り
、

運
用
収
入
が
減
少
し
て
い
る
た
め
、
経
費
削
減
の
効
果
が
現
れ
な
い
状
況
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

調
査
に
よ
る
と
、
経
常
損
失
を
出
す
要
因
と
し
て
、
主
に
以
下
の
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。

第
一
に
、
沿
線
人
口
の
減
少
で
あ
る
。
開
業
二
年
目
の
一
九
九
0
年
度
と
二

0
0
0
年
度
を
比
較
(
国
勢
調
査

人
口
)
す
る
と
、
沿
線
一
市
六
町
全
体
で
は
、
オ
ホ
ー
ツ
ク
圏
の
中
核
都
市
で
あ
る
北
見
市
の
増
加
に
引
っ
張
ら

の
減
少
に
止
ま
っ
て
い
る
も
の
の
、
実
質
的
な
利
用
者
で
あ
る
沿
線
中
間
自

れ

一
、
五
三
三
人
(
一

-
O
%
)
 

治
体
(
池
田
町
、
本
別
町
、
足
寄
町
、
陸
別
町
、
置
戸
町
、
訓
子
府
町
)
で
は
人
口
減
が
著
し
く
、

度
の
三
七
、
七
七
二
人
に
比
べ
二

0
0
0
年
度
で
は
三
二
、
五
四
六
人
と
五
、
二
二
六
人
(
二
二
・
八
%
) 一九
九
O
年

の
減
少

と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
特
に
高
校
生
の
減
少
が
顕
著
で
あ
る
。
沿
線
全
体
で
一
九
九
O
年
に
は
七
、
五
三

O
人
い
た
高
校
生
が
、
少
子
化
の
影
響
で
二

0
0
0
年
に
は
五
、
二
五
二
人
と
一

0
年
間
で
二
、
二
七
八
人
(
三
0
・

の
減
少
と
な
っ
て
お
り
、
結
果
と
し
て
通
学
定
期
の
輸
送
人
員
が
一
九
九
0
年
度
の
六
二
O
、
七
五
八
人

三
%
)

北法55(4.286)1670 
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か
ら
二

0
0
0
年
度
の
三
八
O
、
三
四
O
人
へ
と
二
四
O
、
四
一
八
人
会
一
八
・
七
%
)
も
減
少
し
、
輸
送
量
減
の
大
き
な
要
因
と
な
っ
て
い

る。る
。
な
お
、
高
校
へ
と
進
学
し
て
い
く
小
・
中
学
生
数
も
減
少
し
て
お
り
、
今
後
と
も
通
学
生
の
減
少
傾
向
は
更
に
進
む
こ
と
が
予
想
さ
れ

第
二
に
、
乗
用
車
の
増
加
で
あ
る
。
自
動
車
保
有
台
数
を
見
る
と
、

一
九
九
O
年
に
は
沿
線
全
体
で
六
六
、
九
一
二
台
の
保
有
か
ら
、
二

一
方
、
通
勤
定
期
の
輸
送
人
員
は
一
九
九
0
年
度
の

0
0
0
年
で
は
九
一
二
五
二
一
台
へ
と
、
九
年
間
で
三
六
・
二
%
増
と
な
っ
て
お
り
、

いわゆる第三セクターに関する行政法学的考察 (2) 

九
O
、
二
六
四
人
か
ら
二

0
0
0
年
度
三
二
、
四
O
O
人
へ
と
六
四
・
一
%
減
少
と
な
っ
て
い
る
。
中
で
も
軽
自
動
車
の
保

有
台
数
の
増
加
が
著
し
く
、
鉄
道
利
用
の
減
少
に
拍
車
を
か
け
る
状
況
に
あ
る
。

(
一
二
)
補
助
金
及
び
委
託
料
の
受
入
れ
状
況

同
社
は
設
立
以
来
、
線
路
の
近
代
化
整
備
、
車
両
の
改
修
、
線
路
の
診
断
な
ど
に
お
い
て
関
係
地
方
公
共
団
体
か
ら
莫

大
な
補
助
金
を
受
け
て
き
て
い
る
。
残
念
な
が
ら
、
今
回
の
実
態
調
査
で
は
沿
線
全
て
の
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
受
入
れ

状
況
を
ま
と
め
た
デ
l
タ
を
入
手
で
き
な
か
っ
た
が
、
と
り
あ
え
ず
北
海
道
か
ら
の
補
助
金
受
領
状
況
を
例
に
検
討
を
加

え
た
い
。

表
④
に
よ
る
と
、
年
度
に
金
額
の
差
が
あ
る
と
は
い
え
、

ほ
ぼ
毎
年
道
か
ら
補
助
金
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
特
に
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
道
以
外
に
沿
線
一
市
六
町
か
ら
も
財
政
支
援
を
受

け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
今
回
の
実
態
調
査
で
、
沿
線
の
あ
る
町
、
が
一
億
円
程
度
を
拠
出
し
て
立
派
な
駅
を
造
っ
た
と
紹

介
さ
れ
た
が
、
し
か
し
、
こ
う
い
っ
た
事
業
は
町
お
こ
し
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
結
局
第
三
一
セ
ク
タ
ー
へ
の
補

助
金
と
し
て
計
上
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
ど
の
く
ら
い
計
上
さ
れ
て
い
る
か
は
不
明
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ

ば
、
補
助
金
で
は
な
い
補
助
金
あ
る
い
は
補
助
金
に
近
い
も
の
の
存
在
が
十
分
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
会
社
は
二

O
O
一

表④北海道からの補助金
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説

年
の
夏
に
二
六
年
ぶ
り
に

S
L
の
運
行
も
復
活
さ
せ
た
。
地
元
の
「

S
L運
行
推
進
協
議
会
」
が
乗
客
を
呼
び
戻
す
起
爆
剤
に
し
よ
う
と
企

画
し
た
も
の
で
、
全
国
か
ら

S
L
フ
ァ
ン
が
詰
め
掛
け
て
ど
の
列
車
も
一
六
O
席
全
て
埋
ま
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
、
今
回
の

包ι
ロ何百

総
事
業
費
は
車
体
の
借
用
料
な
ど
を
含
め
約
一
七
O
O
万
円
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
運
行
収
入
は
僅
か
一

O
O
万
円
程
度
し
か
な
か
っ
た
。

こ
の
た
め
、
不
足
分
の
う
ち
一
市
六
町
が
七
三

O
万
円
を
負
担
し
、
残
り
は
道
の
補
助
金
で
賄
う
結
果
と
な
っ
た
。
第
三
一
セ
ク
タ
ー
の
事
業

運
営
が
如
何
に
補
助
金
に
依
存
し
て
い
る
か
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

(
四
)
問
題
点

経
営
再
建
の
た
め
、
同
社
は
二

0
0
0
年
一
月
か
ら
取
締
役
三
名
の
報
酬
五
%
カ
ッ
ト
、

四
月
か
ら
車
両
を
二
両
減
ら
し
て
一

O
両
に
す

る
前
提
で
の
ダ
イ
ヤ
改
正
、
踏
み
切
り
一
一
ヶ
所
、
駅
一
一
一
ヶ
所
の
廃
止
、
駅
業
務
の
効
率
化
な
ど
で
職
員
八
人
を
減
ら
し
八
七
人
体
制
の
確

(2) 

立
、
二

O
O
一
年
春
に
運
賃
を
一
割
値
上
げ
す
る
こ
と
な
ど
を
内
容
と
し
た
経
営
改
善
策
を
打
ち
出
し
て
い
る
。

同
社
は
今
回
の
値
上
げ
で
年
間
二

0
0
0
万
円
の
収
入
を
見
込
ん
で
い
る
が
、
先
行
き
は
不
透
明
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

経
営
改
善
策
の
実
施
初
年
度
に
当
た
る
こ

0
0
0
年
度
の
経
営
実
績
か
ら
見
て
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
二

0
0
0
年
度
の
決
算
に
よ
る
と
、

こ
れ
ら
を
全
て
実
施
し
て
も
当
年
度
の
営
業
赤
字
は
約
四
億
二
千
万
円
が
計
上
さ
れ
、
前
年
度
に
比
べ
て
一
二
%
圧
縮
さ
れ
た
も
の
の
、
運

賃
収
入
の
二
倍
に
相
当
す
る
金
額
と
な
っ
て
い
る
。
通
年
連
行
を
は
じ
め
た
一
九
九
O
年
以
来
の
赤
字
体
質
は
依
然
と
し
て
改
ま
っ
て
い
な

しミ。
会
社
設
立
当
時
、
バ
ブ
ル
経
済
の
最
中
と
い
う
事
情
も
あ
っ
て
、
沿
線
の
七
市
町
に
は
も
ち
ろ
ん
、
道
と
国
に
も
財
政
的
余
裕
が
あ
っ
た
。

設
立
当
初
か
ら
赤
字
覚
悟
で
あ
り
、
そ
の
た
め
道
と
沿
線
各
市
町
は
転
換
交
付
金
の
残
金
に
地
元
の
負
担
を
上
乗
せ
し
て
総
額
八
二
億
円
の

経
営
安
定
基
金
を
設
け
て
い
た
ほ
ど
で
あ
る
。
調
査
の
中
で
も
、
会
社
側
は
「
昔
と
大
分
違
う
」
と
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、
今
日
の
日
本

全
国
の
財
政
状
況
か
ら
す
れ
ば
、
国
は
言
、
つ
ま
で
も
な
く
、
沿
線
七
市
町
の
財
政
事
情
か
ら
し
て
も
、
こ
の
ま
ま
赤
字
経
営
を
維
持
し
て
い

北法55(4・288)1672



く
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。

いわゆる第三セクターに関する行政法学的考察 (2)

以
上
の
よ
う
な
経
営
状
況
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
筆
頭
株
主
で
あ
る
道
は
、
調
査
の
時
点
(
二

O
O
一
年
)
に
お
い
て
、
当
該
鉄
道
が
現
在

も
地
域
住
民
の
足
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
設
立
目
的
達
成
に
よ
る
団
体
廃
止
」
の
可
能
性
、
「
経
営
悪
化
等
に
よ
る
廃
止
」

の
可
能
性
、
及
、
び
「
類
似
団
体
と
の
統
合
」
の
可
能
性
を
そ
れ
ぞ
れ
再
定
し
、
ま
た
、
出
資
金
の
引
き
上
げ
と
派
遣
職
員
の
引
き
上
げ
の
可

(
3
)
 

否
に
つ
い
て
も
、
現
状
で
は
困
難
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
示
し
て
い
た
。
し
か
し
、
毎
年
四
億
円
前
後
の
赤
字
を
計
上
し
て
お
り
、
こ
の
赤

字
を
補
填
す
る
た
め
道
と
沿
線
市
町
が
拠
出
し
て
設
立
さ
れ
た
経
営
安
定
基
金
も
、
こ
こ
数
年
の
超
低
金
利
に
よ
り
運
用
益
が
減
少
し
て
お

り
、
近
年
に
至
っ
て
赤
字
に
充
当
で
き
る
資
金
は
一

O
億
前
後
し
か
残
っ
て
い
な
い
。
こ
の
ま
ま
で
は
資
金
が
底
を
つ
く
の
は
も
は
や
時
間

(4) 

の
問
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
を
受
け
て
、
二

O
O
三
年
に
至
る
と
、
道
は
厳
し
い
財
政
情
勢
な
ど
を
理
由
に
パ
ス
転
換
の
方
針
を
打

(5) 

ち
出
し
て
い
る
。

株
式
会
社
札
幌
道
路
維
持
公
社

(
一
)
設
立
の
経
緯

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
よ
う
な
道
路
廃
材
は
、
従
来
か
ら
廃
棄
物
と
し
て
処
理
さ
れ
て
き
た
が
、

一
九
九
一
年
に
「
再
生
資
源

の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」
が
施
行
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
指
定
副
産
物
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
、
札
幌
市
に
と
っ
て

も
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
塊
の
再
利
用
の
促
進
が
重
要
か
つ
緊
急
な
課
題
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
こ
う
し
た
時
代
要
請
を
受
け
て
、

一
九
九
二
年
に
札
幌
市
が
全
額
出
資
し
株
式
会
社
札
幌
道
路
維
持
公
社
が
設
立
さ
れ
た
。
道
路
廃
材
の
回
収
か
ら
再
生
財
の
生
産
・
供
給
ま

で
を
ト
ー
タ
ル
に
行
う
の
が
公
社
の
主
な
担
当
業
務
と
さ
れ
て
い
る
。

(
二
)
経
営
状
況
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説論

表⑤株式会社札幌道路維持公社の経営実績

表
⑤
か
ら
見
れ
ば
、
公
社
は
売
上
高
が
そ
れ
ほ
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
も
の
の
、
当
期
利
益
は
、

償
却
費
な
ど
)

の
割
合
、
す
な
わ
ち
、

る
と
は
い
え
、
減
少
の
状
況
が
続
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
売
上
高
に
占
め
る
管
理
費
(
人
件
費
、
光
熱
費
、
減
価

一
定
の
起
伏
が
あ

~ti去55(4 ・ 290)1674

て
見
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
一

0
・
七
%
、

一
0
・
三
%
、

一
般
管
理
費
比
率
は
、
二

0
0
0
1
二
O
O
二
年
度
の
三
年
間
を
例
に
と
っ

益
力
を
測
る
指
様
で
あ
る
売
上
高
経
常
利
益
率
は
、

-
二
%
と
な
っ

一
0
・
九
%
で
あ
る
。
公
社
の
経
常
的
な
事
業
に
お
け
る
収

七
% 

九
%
、

て
い
る
。
比
較
的
健
全
な
経
営
が
維
持
さ
れ
て
い
る
と
二
=

(
士
三
二
三
)
補
助
金
及
び
委
託
料
の
受
入
れ
状
況

他
方
に
お
い
て
、
市
か
ら
の
委
託
料
は
増
加
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
る
。

一
九
九
八
年
度
と
一

実
態
調
査
の
中
で
、
公
社
に
は
、
次
の
特
徴
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
①
公
社
設
立

前
、
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
塊
処
理
業
務
が
市
か
ら
直
接
民
間
へ
委
託
さ
れ
て
い
た
経
緯

が
あ
る
、
②
類
似
業
務
を
行
う
民
間
業
者
は
複
数
存
在
し
て
い
る
、
③
公
社
設
立
後
も
、
そ
の
業

務
は
ほ
と
ん
ど
民
開
業
者
へ
の
再
委
託
に
頼
っ
て
い
る
、
④
商
法
上
の
株
式
会
社
で
あ
り
な
が
ら
、

民
聞
か
ら
仕
事
を
受
け
ず
、
専
ら
市
か
ら
の
発
注
に
頼
っ
て
い
る
、
な
ど
で
あ
る
。
札
幌
市
が
全
額
出
資
し
、
役
員
に
つ

九
九
九
年
度
の
二
億
円
台
か
ら
二

o
c
o
-
-
一O
O
二
年
度
の
四
億
円
台
へ
と
倍
増
し
て
い
る
。

売
上
高
に
占
め
る
札
幌
市
か
ら
の
委
託
料
及
び
補
助
金
の
割
合
、
つ
ま
り
市
に
対
し
て
収
入
依
存

度
は
、
二
0
0
0
l
二
O
O
二
年
度
の
三
年
間
の
実
績
を
例
に
と
っ
て
見
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
二
六
・

二
%
、
二
三
・
三
%
、
二
四
・
五
%
と
な
っ
て
い
る

(
表
⑥
参
照
)
。

(
四
)
問
題
点

表⑥札幌市からの委託料



い
て
も
全
員
札
幌
市
関
係
者
が
就
任
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
第
三
セ
ク
タ
ー
の
中
で
比
較
的
ま
れ
な
事
例
で
あ
り
、
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
と

言
え
よ
う
。

第
三
セ
ク
タ
ー
と
は
地
方
公
共
団
体
(
第
一
セ
ク
タ
ー
)
と
民
間
(
第
二
セ
ク
タ
ー
)
が
共
同
出
資
し
て
設
立
す
る
半
官
半
民
の
団
体
で

あ
る
と
一
般
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
定
義
を
厳
格
に
当
て
は
め
る
と
、
株
式
会
社
札
幌
道
路
維
持
公
社
は
明
ら
か
に
第
三

セ
ク
タ
ー
に
該
当
し
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
民
間
に
よ
る
出
資
も
な
け
れ
ば
、
直
接
に
参
加
も
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第

二
セ
ク
タ
ー
が
存
在
す
る
こ
と
な
く
、
民
間
活
力
が
直
接
に
は
利
用
さ
れ
て
い
な
い
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
一
般
に
捉
え
ら
れ
て
い
る

第
三
セ
ク
タ
ー
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
越
え
る
領
域
に
位
置
す
る
も
の
は
果
た
し
て
第
一
一
一
セ
ク
タ
ー
と
言
え
る
か
ど
う
か
、
ま
ず
一
つ
の
問
題
と

いわゆる第三セクターに関する行政法学的考察 (2) 

な
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
公
社
は
「
道
路
廃
材
の
発
生
原
因
者
は
主
と
し
て
札
幌
市
で
あ
り
、
再
生
財
の
供
給
先
の
大

部
分
が
札
幌
市
の
道
路
工
事
に
依
存
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
運
営
に
つ
い
て
は
、
工
事
の
発
注
計
画
と
連
動
し
た
生
産
体
制
が
必
要
と
な
る

た
め
」
と
し
て
公
社
設
立
の
必
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
社
に
お
い
て
民
活
と
は
、
市
か
ら
受
け
る
仕
事
を
民
開
業
者
に
再
委
託

す
る
こ
と
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

株
式
会
社
札
幌
リ
ゾ
ー
ト
開
発
公
社

(
一
)
設
立
の
経
緯

ス
キ

l
場
の
経
営
は
、
ス
キ
ー
の
み
な
ら
ず
、

ス
キ
l
客
に
よ
る
飲
食
や
宿
泊
等
に
よ
っ
て
地
域
経
済
の
起
爆
剤
の
効
果
が
期
待
で
き
る

ス
キ
l
場
の
造
成
に
は
莫
大
な
投
資
及
び
保
安
林
の
解
除
が
必
要
と
な
る
の
で
、
民
間
業
者
だ
け
で
は
難
し
い
面
も
あ
る
。
こ
う
し

た
事
情
を
背
景
に
、
地
元
定
山
渓
の
要
望
も
あ
っ
て
、
「
自
然
と
人
間
の
触
れ
合
い
」
の
創
造
を
目
指
し
、
札
幌
闇
に
お
け
る
レ
ク
リ
エ

l

ス
ポ
ー
ツ
、
観
光
施
設
の
開
発
及
び
管
理
運
営
等
公
共
性
の
高
い
事
業
を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
札
幌
リ
ゾ
ー
ト
開
発
公
社

方
、
ン
ョ
ン
、

北法55(4・291)1675 



説

が
一
九
七
三
年
に
設
立
さ
れ
た
。
観
光
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
施
設
の
建
設
事
業
、
ス
キ

l
事
業
、
電
気
自
動
車
運
送

レ
ス
ト
ラ
ン
売
庖
営
業
事
業
な
ど
が
、
公
社
の
主
た
る
事
業
と
さ
れ
て
い
る
。

事
業
、

日命

(
二
)
経
営
状
況

表
⑦
に
よ
る
と
、
一
九
九
九
年
度
は
、
景
気
低
迷
や
年
末
年
始
の

Y
二
K
問
題
等
に
よ
る
本
州
か
ら
の
ス
キ

l
客

の
激
減
等
の
た
め
、
売
上
は
一
七
億
九
百
万
円
(
前
期
比
九
0
・
八
%
)
と
減
少
し
た
が
、
ス
キ

l
場
事
業
の
経
費

節
減
等
に
よ
り
僅
か
で
は
あ
る
が
経
常
利
益
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
プ
l
ル
事
業
が
リ
ニ
ュ

l
ア
ル
工
事

の
た
め
営
業
が
休
止
さ
れ
る
等
特
別
損
失
が
あ
り
、
当
期
損
益
は
一
千
七
百
万
円
の
赤
字
が
計
上
さ
れ
た
。
二

0
0

0
年
度
に
お
い
て
も
赤
字
経
営
が
続
い
た
。
し
か
し
、
二
O
O
一
l
二
O
O
二
年
度
に
入
る
と
、
プ
ー
ル
事
業
の
再

開
や
修
学
旅
行
の
急
増
な
ど
に
よ
っ
て
、
経
営
業
績
が
急
に
回
復
し
、
そ
れ
ぞ
れ
一
億
三
千
万
円
弱
と
一
億
五
千
万

円
弱
の
黒
字
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。

(
コ
二
補
助
金
及
び
委
託
料
の
受
入
れ
状
況

本
公
社
は
、
札
幌
市
の
出
資
割
合
(
一
九
・
六
%
)
が
低
い
も
の
の
、
豊
平
峡
公
園
、
豊
平
峡
ゲ
l
ト
、
定
山
渓

ダ
ム
下
流
園
地
等
の
管
理
費
と
し
て
毎
年
大
体
二
千
万
円
程
度
の
委
託
料
を
受
け
て
い
る
。
ま
た
、
二

0
0
0
年
度

は
「
て
い
ね
プ

l
ル
事
業
」
が
改
修
工
事
を
経
て
再
開
さ
れ
た
の
で
、
補
助
金
と
し
て
一
二
千
二
百
万
円
余
を
交
付
さ

れ
て
い
る
。
二

O
O
一
l
二
O

O
二
年
度
に
入
る
と
、

E
〆
ス
ノ

l
エ
リ
ア
索
道
運
行
管
理
な
ど
の
新
規
受
託
に

(
表
③
参
照
)
。

よ
っ
て
、
更
に
毎
年
四
、

五
千
万
円
単
位
の
委
託
料
を
札
幌
市
か
ら
受
け
て
い
る

(
四
)
問
題
点

本
公
社
は
、
か
つ
て
市
か
ら
派
遣
役
職
員
を
受
け
入
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
が
、
近
年
に
お
い
て
は
、
非
常
勤
で

北法55(4・292)1676
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公
社
は
一
九
九
八
年
度
よ
り
三
期
連
続
赤
字
の
決
算
を
経
て
、
新
規
受
託
事
業
の
拡
大
な
ど
に
よ
っ
て
二

0
0

一
年
度
か
ら
よ
う
や
く
業
績
が
回
復
し
た
が
、
し
か
し
、
収
入
の
九
割
を
占
め
る
ス
キ

l
場
事
業
は
、
こ
れ
か
ら

の
見
通
し
も
決
し
て
明
る
い
も
の
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
民
間
に
お
け
る
ラ
イ
バ
ル
杜
が
過
剰
と
言
え
る
ほ
ど
多
数
存
在
し
て
い
る
上
、

近
年
、
札
幌
市
近
郊
の
ス
キ

l
場
で
は
、
道
外
か
ら
の
少
人
数
の
個
人
旅
行
客
が
増
え
る
傾
向
も
見
ら
れ
る
も
の
の
、
一
方
で
団
体
客
の
利

(
6
)
 

用
は
伸
び
悩
ん
で
い
る
と
言
わ
れ
る
。
不
況
や
利
用
客
減
な
ど
か
ら
、
閉
鎖
や
休
止
す
る
ス
キ

l
場
さ
え
も
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
二

0
0

一
年
北
海
道
当
別
町
に
あ
る
石
狩
平
原
ス
キ
l
場
は
経
営
会
社
の
倒
産
で
休
止
と
な
っ
て
い
る
。
後
志
支
庁
ニ
セ
コ
町
の
ニ
セ
コ
国
際
モ
イ

ワ
ス
キ

i
場
も
二

O

O
二
年
か
ら
休
止
と
な
っ
た
。
一

O
年
前
か
ら
の
ス
キ

l
プ
l
ム
が
去
り
、
冬
の
時
代
に
な
り
つ
つ
あ
る
中
、
そ
れ
に

いわゆる第三セクターに関する行政法学的考察 (2) 

あ
る
取
締
役
一
名
以
外
に
受
け
入
れ
て
い
な
い
の
で
、
公
社
自
ら
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
、

職
員
派
遣
問
題
は
存
在
し
な
い
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
調
査
の
時
点
で
、
現
職
の
部
長
レ
ベ
ル
の
ポ
ス
ト
は
、

そ
の
多
数
が
札
幌
市
の
退
職
幹
部
で
あ
る
。
代
表
取
締
役
社
長
は
市
の
元
の
助
役
で
あ
り
、
代
表
取
締
役
専
務
も

市
教
育
委
員
会
の
元
局
長
級
幹
部
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
天
下
り
の
点
で
札
幌
市
に
お
け
る
第
三
セ
ク
タ
ー
の

中
で
も
突
出
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
お
い
て
は
、
公
社
は
第
三
セ
ク
タ
ー
の
デ
メ
リ
ッ

ト
の
一
つ
と
し
て
天
下
り
を
例
に
挙
げ
な
が
ら
も
、
む
し
ろ
歓
迎
す
る
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
確

か
に
仕
事
に
慣
れ
る
ま
で
一
年
か
か
る
が
、
会
社
に
と
っ
て
む
し
ろ
歓
迎
す
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
市
と
の
つ
な
が

り
や
仕
事
の
確
保
等
で
は
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
く
れ
る
。
第
三
セ
ク
タ
ー
に
と
っ
て
ど
れ
だ
け
の
力
を
持
つ

市
や
金
融
機
関
の
幹
部
が
く
る
か
は
と
て
も
大
き
な
要
素
で
あ
る
」
と
い
う
。
こ
こ
に
第
三
セ
ク
タ
ー
が
持
つ
問

題
の
一
つ
が
提
起
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
行
政
か
ら
天
下
る
役
職
員
を
ど
う
評
価
す
べ
き

一
応
行
政
か
ら
の
役

か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

表⑥札幌市からの補助金及び委託料
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説

少
子
化
、
特
に
ス
キ
l
人
口
の
減
少
、

る

レ
ジ
ャ
ー
の
多
様
化
な
ど
を
加
え
て
、
公
社
は
経
営
が
こ
れ
か
ら
も
厳
し
い
も
の
と
な
る
と
思
わ
れ

論

札
幌
総
合
情
報
セ
ン
タ
ー
株
式
会
社

(
こ
設
立
の
経
緯

四
札
幌
市
は
北
方
の
気
候
風
土
に
根
ざ
し
た
高
度
情
報
拠
点
都
市
を
目
指
し
て
「
札
幌
市
ス
ノ

l
ト
ピ
ア
計
画
」
を

策
定
し
、
一
九
八
五
年
に
国
の
テ
レ
ト
ピ
ア
構
想
モ
デ
ル
地
区
に
指
定
さ
れ
た
。
こ
れ
に
伴
っ
て
、
上
記
計
画
を
推

進
す
る
た
め
、
そ
の
一
翼
を
担
う
法
人
と
し
て
、
札
幌
総
合
情
報
セ
ン
タ
ー
株
式
会
社
が
一
九
八
八
年
に
設
立
さ
れ

た
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
等
に
よ
る
情
報
処
理
、
冬
季
道
路
交
通
情
報
シ
ス
テ
ム
の
研
究
開
発
、
気
象
情
報
の
収
集
解
析
、

予
報
及
び
提
供
サ
ー
ビ
ス
、
利
雪
・
克
雪
の
た
め
の
研
究
開
発
等
が
、
主
た
る
業
務
と
さ
れ
て
い
る
。

(
二
)
経
営
状
況

表
⑨
に
よ
る
と
、

余
(
三
一
了
八
%
)

一
九
九
九
年
度
の
売
上
高
は
二

O
億
三
百
万
円
余
と
な
り
、
前
期
に
比
べ
四
億
九
千
四
百
万
円

の
増
収
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
経
常
利
益
は
三
千
八
百
万
円
余
、
当
期
利
益
は
二
千
五
百
万

円
余
と
な
り
、
前
期
に
引
き
続
き
黒
字
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
二
O
O
一ー
l

二
O
O
二
年
度
に
お
い
て
も
二
千
万
円

以
上
の
黒
字
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
第
三
セ
ク
タ
ー
全
体
が
業
績
不
振
の
中
、
ま
ず
ま
ず
の
経
営
実
績
と
舌
ヲ
ん
よ
う
。

(
三
)
補
助
金
及
び
委
託
料
の
受
入
れ
状
況

セ
ン
タ
ー
が
札
幌
市
か
ら
受
け
る
補
助
金
及
び
委
託
料
の
金
額
は
、
表
⑩
に
よ
る
と
、

O
二
年
度
ま
で
大
体
一
一
一
一
l
一
五
億
円
の
聞
を
推
移
し
て
い
る
。
一
九
九
九
年
度
決
算
で
セ
ン
タ
ー
の
売
上
高
に
占

一
九
九
八
年
度
か
ら
二

O
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表⑨札幌総合情報センター株式会社の経営実績



め
る
札
幌
市
か
ら
の
委
託
料
及
び
補
助
金
の
割
合
は
七
八
・
一
%
で
あ
り
、
当
該
年
度
の
札
幌
市
に
お
け
る
株
式
会

社
形
態
の
第
三
セ
ク
タ
ー
の
中
で
一
番
高
い
数
値
と
な
っ
て
い
る
。
二
O
O
二
年
度
に
お
い
て
は
八
五
・
六
%
に
も

いわゆる第三セクターに関する行政法学的考察 (2) 

及
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
表
⑮
に
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
比
率
は
必
ず
し
も
セ
ン
タ
ー
が
受
け
る
補
助
金

及
び
委
託
料
の
実
態
を
反
映
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
公
社
は
札
幌
市
の
ほ
か
に
、
国
や
他
の
自

治
体
か
ら
も
補
助
金
及
び
委
託
料
を
受
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
二

0
0
0
年
度
を
例
に
と
っ
て
見
て
み
よ
う
。
同

年
に
お
い
て
、
札
幌
市
か
ら
一
五
億
二
千
万
円
余
の
委
託
料
を
受
け
る
一
方
、
他
方
に
お
い
て
国
の
郵
政
省
や
北
広

島
市
、
石
狩
市
な
ど
か
ら
も
三
億
一
千
万
円
余
の
委
託
料
を
受
け
て
い
る
。
こ
の
部
分
も
算
入
す
れ
ば
、
セ
ン
タ
ー

が
行
政
に
対
す
る
収
入
依
存
度
は
決
し
て
七
、
八
割
に
止
ま
ら
ず
、
ほ
ほ
一
O
O
%
に
近
い
と
言
っ
て
も
決
し
て
過

吉
口
で
は
な
い
。

(
四
)
問
題
点

問
題
点
と
し
て
、
最
初
に
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
業
務
の
殆
ど
は
行
政
依
存
で
あ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
会
社
の
近
年
の
経
営
実
績
か
ら
見
る
と
、
第
三
セ
ク
タ
ー
の
効
率
性
を
測
る
指
標
で
あ
る
一
般

管
理
費
比
率
、
す
な
わ
ち
人
件
費
や
光
熱
費
や
減
価
償
却
費
等
が
売
上
高
に
占
め
る
割
合
は
、
二

0
0
0
年
九
七
・

八
%
、
二
O
O
一
年
九
八
・
七
%
、
二
O
O
二
年
九
九
・
一
二
%
と
か
な
り
高
い
。
そ
れ
と
対
照
的
に
、
第
三
セ
ク
タ
ー

の
経
済
性
が
測
ら
れ
る
指
標
で
あ
る
売
上
高
経
常
利
益
率
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
・
五
%
、

り
、
決
し
て
高
く
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
効
率
性
と
経
済
性
の
改
善
が
セ
ン
タ
ー
に
と
っ
て
課
題
の
一
つ
と
言
え

-
三
%
、

一
%
と
な

ト
品
、
つ
ノ
。

セ
ン
タ
ー
は
札
幌
市
か
ら
の
出
資
比
率
が
二
三
・
八
一
%
で
あ
り
、
第
三
セ
ク
タ
ー
全
体
の
中
で
比
較
的
に
低
い
。

表⑩札幌市等からの補助金及び委託料明細

区分

補助金及ひ委託料

そのうち札幌市から
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説

旧
自
治
省
の
「
第
三
セ
ク
タ
ー
に
関
す
る
指
針
」
で
の
分
類
基
準
に
基
づ
い
て
類
型
別
で
言
え
ば
、
「
公
民
協
調
型
第
三
セ
ク
タ
ー
」
に
該

当
す
る
と
思
わ
れ
る
。
「
公
民
協
調
型
第
三
セ
ク
タ
ー
」
で
は
、
地
方
公
共
団
体
の
出
資
比
率
は
事
業
の
性
格
・
内
容
等
に
よ
っ
て
異
な
る

も
の
も
あ
る
が
、
一
般
的
に
は
で
き
る
だ
け
出
資
比
率
を
低
く
抑
え
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
設
立
後
の
第
三
セ
ク
タ
ー
の

弓也
白岡

経
営
に
つ
い
て
は
民
間
主
導
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
と
一
般
的
に
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
セ
ン
タ
ー
の
実
態
は
ど
う
か
と

一
一
言
う
と
、
ま
ず
、
役
職
員
の
構
成
か
ら
見
れ
ば
、
二

O
O
一
年
四
月
現
在
、
市
か
ら
の
派
遣
職
員
を
八
人
受
け
入
れ
て
い
る
ほ
か
、
代
表
取

締
役
社
長
を
は
じ
め
、
常
務
取
締
役
事
業
本
部
長
も
常
勤
監
査
役
も
札
幌
市
の

O
B
で
あ
る
。
ま
た
、
業
務
に
お
い
て
も
、
国
等
か
ら
の
委

託
は
別
と
し
て
も
、
仕
事
の
七
割
以
上
は
市
か
ら
の
委
託
で
あ
り
、
行
政
に
頼
る
体
質
と
な
っ
て
い
る
。
実
態
調
査
の
中
で
も
、
「
理
屈
上

は
会
社
主
導
で
行
う
べ
き
だ
が
、
業
務
の
七
割
以
上
が
市
か
ら
の
も
の
で
あ
る
の
で
、
結
局
誰
が
主
導
権
を
握
る
の
は
分
か
る
だ
ろ
う
」
と

間
接
で
あ
り
な
が
ら
市
の
主
導
権
を
認
め
て
い
た
。

ま
た
、
出
資
者
構
成
と
そ
の
金
額
・
割
合
か
ら
見
れ
ば
、
確
か
に
セ
ン
タ
ー
は
市
に
よ
る
出
資
比
率
が
低
い
が
、
し
か
し
、
筆
頭
株
主
で

も
あ
る
「
基
盤
技
術
研
究
促
進
セ
ン
タ
ー
」
は
、
実
は
郵
政
省
の
認
可
法
人
で
あ
る
た
め
、
も
し
そ
こ
か
ら
投
資
さ
れ
た
総
額
四
億
七
千
万

円
(
四
四
・
七
六
%
)
を
も
行
政
に
よ
る
投
資
に
算
入
す
る
と
す
れ
ば
、
公
的
資
金
の
割
合
は
六
八
・
五
七
%
と
な
り
、
決
し
て
低
く
は
な

い
。
と
こ
ろ
が
、
今
回
の
実
態
調
査
で
、
情
報
公
開
に
つ
い
て
聞
い
た
と
こ
ろ
、
市
に
よ
る
出
資
比
率
が
低
い
こ
と
を
理
由
に
、
「
直
接
に

は
市
の
情
報
公
開
該
当
対
象
外
で
あ
る
」
と
い
う
認
識
が
示
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
「
基
盤
技
術
研
究
促
進
セ
ン
タ
ー
」
の
よ
う
な
団
体
に

よ
る
投
資
の
性
格
を
、
民
間
資
金
と
公
的
資
金
の
ど
ち
ら
に
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
問
題
が
提
起
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

株
式
会
社
札
幌
リ
サ
イ
ク
ル
公
社

(
一
)
設
立
の
経
緯

五
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近
年
、
市
民
の
環
境
保
護
意
識
の
高
ま
り
な
ど
に
よ
っ
て
環
境
行
政
の
革
新
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
産

業
廃
棄
物
処
理
事
業
に
は
高
度
な
技
術
や
設
備
及
び
多
大
な
投
資
が
必
要
で
あ
り
、
し
か
も
こ
う
し
た
傾
向
は
今
後

ま
す
ま
す
強
ま
る
と
言
わ
れ
る
。
新
し
い
産
業
廃
棄
物
処
理
技
術
に
関
す
る
調
査
研
究
と
習
得
、
そ
し
て
収
集
運
搬

及
び
リ
サ
イ
ク
ル
処
理
を
ト
ー
タ
ル
に
行
う
上
で
、
民
開
業
者
だ
け
に
任
せ
て
は
サ
ー
ビ
ス
が
十
分
に
提
供
さ
れ
る

か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
そ
こ
で
一
九
九
四
年
に
株
式
会
社
札
幌
リ
サ
イ
ク
ル
公
社
が
設
立
さ
れ
た
。
建
設
廃
棄
物

破
砕
選
別
事
業
と
中
沼
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
選
別
セ
ン
タ
ー
の
運
営
管
理
事
業
及
、
び
札
幌
リ
サ
イ
ク
ル
団
地
の
管
理
運
営

事
業
等
が
主
た
る
業
務
と
さ
れ
て
い
る
。
札
幌
市
に
よ
る
出
資
比
率
は
四
四
・
O
九
%
で
あ
る
。

いわゆる第三セクターに関する行政法学的考察 (2) 

つ
乙
経
営
状
況

本
公
社
の
近
年
の
経
営
報
告
に
よ
る
と
、
売
上
高
が
順
調
に
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
(
表
⑪
参
照
)
。

特
に
容
器
包
装
リ
サ
イ
ク
ル
法
の
施
行
に
伴
っ
て
稼
動
し
た
中
沼
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
選
別
セ
ン
タ
ー
の
運
営
管
理
業
務

を
市
か
ら
受
託
し
た
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
、
毎
年
一
O
億
円
前
後
の
営
業
収
益
が
確
保
さ
れ
て
い
る
。
二
0
0
0
年

度
か
ら
二
O
O
二
年
度
に
か
け
て
売
上
高
に
占
め
る
管
理
費
(
人
件
費
、
光
熱
費
、
減
価
償
却
費
な
ど
)
の
割
合
、

す
な
わ
ち
一
般
管
理
費
比
率
は
そ
れ
ぞ
れ
四
・
O
%
、
四
・
一
%
、
七
・
八
%
と
な
り
、
第
三
一
セ
ク
タ
ー
の
収
益
力

が
示
さ
れ
る
指
標
と
し
て
売
上
高
経
常
利
益
率
は
そ
れ
ぞ
れ
五
・
九
%
、
六
・
八
%
、
三
・
五
%
と
な
っ
て
い
る
。

第
三
セ
ク
タ
ー
全
体
が
経
営
不
振
に
あ
え
ぐ
中
、
経
営
状
況
は
一
応
良
い
と
一
吉
守
え
よ
う
。

(
三
)
補
助
金
及
ぴ
委
託
料
の
受
入
れ
状
況

表⑪株式会社札幌リサイクル公社の経営実績

株式会社札幌リサイクル公社1999-2002年度経営報告により作成
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に
よ
り
、

本
公
社
へ
の
収
支
差
補
助
の
減
少
(
一
億
五
千
万
円
)
と
建
築
廃
材
彼
砕
選
別
業
務
の
減
少
(
約
一
億
一
千
万
円
)

一
九
九
九
年
度
に
お
い
て
市
か
ら
の
補
助
金
及
び
委
託
料
が
前
年
度
よ
り
急
に
減
っ
た
も
の
の
、
二

0
0
0
年
度
か
ら
二
O
O
二



か
ら
、
二

O
O
二
年
度
か
ら
施
行
さ
れ
た
公
益
法
人
等
派
遣
法
に
よ
り
、
市
の
職
員
は
退
職
派
遣
と
な
っ
た
が
、

職
員
の
人
件
費
が
市
に
よ
っ
て
補
助
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
次
章
で
詳
し
く
検
討
さ
れ
る
よ
う
に
、
同
法
「
退
職
派
遣
制
度
」
に

お
け
る
給
与
の
不
支
給
原
則
に
反
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

本
公
社
に
お
い
て
、
札
幌
市
か
ら
の
委
託
料
及
び
補
助
金
が
売
上
高
に
占
め
る
割
合
は
、
札
幌
市
の
第
三
セ
ク
タ
ー
の
中
で
低
い
と
言
え

る
も
の
の
、
他
の
第
三
セ
ク
タ
ー
と
同
様
行
政
依
存
の
体
質
が
目
立
つ
。
実
態
調
査
の
時
点
(
二

O
O
一
年
)
に
お
い
て
札
幌
市
へ
の
収
入

説~;ふ
ロ岡

表⑫札幌市からの補助金及び委託料明細

年
度
ま
で
の
コ
一
年
間
、
平
均
し
て
毎
年
二
億
円
規
模
の
補
助
金
及
び
委
託
料
を
受
け
て
い
る
(
表
⑫
参
照
)
。

二
O
O
二
年
度
の
実
績
を
例
に
見
て
み
る
と
、
「
リ
サ
イ
ク
ル
団
地
な
ど
の
管
理
運
営
補
助
金
」

北法55(4・298)1682

そ
の
内
訳
は
、

と
「
中
沼
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
選
別
セ
ン
タ
ー
運
転
管
理
委
託
料
」
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
三
千
万
円
と
二
億
五
千
万
円
が

交
付
さ
れ
て
い
る
。
多
額
の
補
助
金
及
び
委
託
料
を
受
け
て
い
る
点
で
、
他
の
第
三
セ
ク
タ
ー
と
共
通
し
て
い
る

と
言
え
る
。

(
四
)
問
題
点

本
公
社
も
他
の
第
三
セ
ク
タ
ー
と
同
様
行
政
か
ら
の
派
遣
職
員
問
題
に
直
面
し
て
い
る
。
札
幌
市
に
お
い
て
は
、

す
べ
て
の
派
遣
に
つ
い
て
引
き
上
げ
計
画
を
提
出
す
る
よ
う
第
三
セ
ク
タ
ー
に
求
め
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

本
公
社
は
、
二

O
O
二
年
四
月
か
ら
派
遣
職
員
全
て
を
引
き
上
げ
て
も
ら
い
、
そ
の
あ
と
一
旦
引
き
上
げ
た
職
員

を
市
退
職
扱
い
と
し
て
再
雇
用
す
る
こ
と
に
な
る
予
定
だ
っ
た
。
従
来
は
、
人
件
費
を
市
が
負
担
し
て
い
た
が
、

二
O
O
二
年
四
月
か
ら
会
社
の
負
担
と
な
り
、
身
分
も
現
在
の
公
務
員
か
ら
非
公
務
員
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、

実
態
調
査
の
時
点
で
は
、
こ
れ
か
ら
人
件
費
の
増
加
が
不
可
避
と
さ
れ
て
お
り
、
会
社
は
対
応
策
を
急
い
で
い
る

と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
追
跡
調
査
及
び
「
札
幌
市
平
成
一
五
年
度
出
資
団
体
評
価
シ
ー
ト
」



依
存
度
が
僅
か
0
・
一
%
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第
三
セ
ク
タ
ー
の
将
来
に
つ
い
て
質
問
し
た
と
こ
ろ
、
行
政
か
ら
完
全
に
独
立
し
民

間
企
業
と
し
て
活
動
し
て
い
く
の
は
、
業
務
内
容
・
施
設
、
投
資
状
況
、
受
入
れ
廃
棄
物
の
確
保
、
収
益
性
の
確
保
及
び
専
門
的
人
員
の
配

置
な
ど
の
見
地
か
ら
困
難
で
あ
る
と
し
て
、
消
極
的
な
姿
勢
が
目
立
っ
て
い
る
。

いわゆる第三セクターに関する行政法学的考察 (2) 

表⑮財団法人札幌国際プラザの経営実績

区分

事業収入合計

人件費

当期収支

--'--
ノ、

財
団
法
人
札
幌
国
際
プ
ラ
ザ

(
一
)
設
立
の
経
緯

財
団
法
人
札
幌
国
際
プ
ラ
、
ザ
は
、
一
九
九
一
年
に
北
海
道
運
輸
局
と
北
海
道
の
許
可
を
受
け
て
設
立
さ
れ
た
公

益
法
人
で
あ
る
。
札
幌
の
有
す
る
歴
史
、
文
化
、
経
済
そ
の
他
の
地
理
的
特
性
を
生
か
し
、
札
幌
で
開
催
さ
れ
る

コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
事
業
等
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
国
際
交
流
の
促
進
等
を
図
り
、
も
っ
て
地
域
経
済
の
活
性
化

及
び
文
化
の
向
上
並
び
に
国
際
相
互
理
解
の
増
進
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
担
当
の
業
務
に
は
、
市

民
の
国
際
交
流
を
促
進
す
る
た
め
の
国
際
交
流
事
業
、
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
振
興
の
た
め
の
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
事
業
、

札
幌
天
神
山
国
際
ハ
ウ
ス
の
管
理
運
営
事
業
、
札
幌
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
の
管
理
運
営
事
業
な
ど
が
あ
る
。

会
乙
経
営
状
況

プ
ラ
ザ
の
二

O
O
二
年
度
の
経
営
報
告
に
よ
る
と
、
①
市
派
遣
職
員
の
人
件
費
を
含
む
管
理
運
営
費
補
助
金
の

増
加
や
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
ピ
ュ

l
ロ
l
支
援
誘
致
事
業
補
助
の
増
加
、
及
び
②
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
の
開

設
準
備
に
伴
う
委
託
料
の
増
加
な
ど
に
よ
っ
て
、
事
業
収
入
が
そ
れ
ま
で
よ
り
著
し
く
拡
大
し
て
い
る
。
し
か
し
、
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他
方
で
、
人
件
費
の
負
担
増
な
ど
に
よ
り
支
出
も
増
え
て
い
る

(
表
⑬
参
照
)
。
ま
た
、
二

0
0
0
年
度
か
ら
二

0
0
二
年
度
に
か
け
て
売
上
高
に
占
め
る
管
理
費
(
人
件
費
、
光
熱
費
、
減
価
償
却
費
な
ど
)
の
割
合
、
す
な
わ



単
純

比
較
す
る
の
は

適
切
で
は
な

ま
た

般
的

自

わ
れ
る
ょ
っ

収
益
を
目
的
と
し
な
U 、
サ

ビ
ス
提
供

男表⑩財団法人札幌国際プラザの補助金及び委託料明細

第

セ
ク
タ

で

説

ち
一
般
管
理
費
比
率
は
そ
れ
ぞ
れ
一
五
八
・
四
%
、

五

二
%
、
四
九
・
一
%
と
な
っ
て
い
る
。
札
幌
市
に

号ふ
ロ聞

お
け
る
第
三
セ
ク
タ
ー
全
体
の
中
で
は
、
札
幌
彫
刻
美
術
館
に
次
、
ぎ
、
か
な
り
高
い
数
値
で
あ
る
。

(
三
)
補
助
金
及
ぴ
委
託
料
の
受
入
れ
状
況

プ
ラ
ザ
は
、
一
九
九
八
年
度
か
ら
二
O
O
一
年
度
ま
で
毎
年
三
億
円
規
模
の
補
助
金
及
、
ぴ
委
託
料
を
受
け
て
い

た
。
そ
の
詳
細
は
一
九
九
九
年
度
を
例
に
と
っ
て
見
る
と
、
当
該
年
度
に
お
い
て
「
札
幌
国
際
プ
ラ
ザ
管
理
運
営

費
」
と
し
て
一
億
八
千
万
円
余
、
「
札
幌
国
際
プ
ラ
ザ

i
管
理
運
営
費
」
と
し
て
二
千
七
百
万
円
余
、
「
札
幌
天
神

山
国
際
ハ
ウ
ス
運
営
委
託
費
」
と
し
て
五
千
五
百
万
円
余
等
が
、
補
助
金
か
委
託
料
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
計
上
さ
れ

て
い
る
。
二
O
O
二
年
度
に
至
る
と
、

コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
開
設
準
備
業
務
で
新
た
に
二
億
二
千
万
円
分

の
委
託
料
が
交
付
さ
れ
て
い
る

(
表
⑬
参
照
)
。
二

0
0
0
年
度
か
ら
二
O
O
二
年
度
ま
で
、
売
上
高
に
占
め
る

市
か
ら
の
補
助
金
及
び
委
託
料
の
割
合
、
つ
ま
り
市
に
対
す
る
収
入
依
存
度
は
、
そ
れ
ぞ
れ
六
六
・
O
%
、
六
五
・

% 

八
0
・
五
%
と
な
っ
て
い
る
。

(
四
)
問
題
点

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
プ
ラ
ザ
に
は
主
に
次
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、
管
理
費
比

率
が
高
い
こ
と
で
あ
る
。
言
、
つ
ま
で
も
な
く
、
管
理
費
比
率
は
業
種
業
態
に
よ
っ
て
適
正
な
数
値
が
異
な
る
た
め

北j去55(4.300)1684 

は
他
の
第
一
二
セ
ク
タ
ー
よ
り
数
値
が
高
い
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
管
理
費
比
率
が
高
い
こ
と
は
、
固

定
費
が
多
い
こ
と
あ
る
い
は
相
対
的
に
事
業
収
入
が
低
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
プ
ラ
ザ
は
今
後
事
業
を
運
営
し
て
い
く
上
で
、

効
率
化
な
ど
の
見
直
し
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。



次
に
、
行
政
依
存
の
体
質
問
題
で
あ
る
。
市
に
対
す
る
収
入
依
存
度
か
ら
見
れ
ば
、

二
0
0
0
年
度
の
六
六
・

O
%
か
ら
二
O
O
二
年
度
の
八
0
・
五
%
に
上
昇
し
て
お
り
、
か
な
り
高
い
。

な
お
、
最
近
地
方
自
治
法
の
改
正
に
よ
り
、
民
間
業
者
も
い
わ
ゆ
る
公
的
業
務
を
受
託
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

従
っ
て
、
二
O
O
三
年
六
月
に
ス
タ
ー
ト
し
た
札
幌
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
の
管
理
運
営
事
業
も
含
め
て
、

運
営
の
効
率
性
や
コ
ス
ト
の
低
廉
性
な
ど
の
見
地
か
ら
、
こ
れ
ま
で
市
か
ら
受
託
し
て
き
た
諸
事
業
に
関
し
、
プ

ラ
ザ
が
事
業
実
施
主
体
と
し
て
果
た
し
て
民
間
業
者
よ
り
も
優
れ
て
い
る
か
を
検
討
す
る
必
要
も
あ
ろ
う
。

いわゆる第三セクターに関する行政法学的考察 (2) 

財
団
法
人
札
幌
勤
労
者
職
業
福
祉
セ
ン
タ
ー

(
一
)
設
立
の
経
緯

財
団
法
人
札
幌
勤
労
者
職
業
福
祉
セ
ン
タ
ー
(
札
幌
サ
ン
プ
ラ
ザ
)
は
、
勤
労
者
の
余
暇
活
動
の
場
を
提
供
す

る
福
祉
施
設
と
し
て
、
雇
用
促
進
事
業
団
(
旧
労
働
省
の
特
殊
法
人
で
あ
っ
た
。
現
在
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
に

七

(
札
幌
サ
ン
プ
ラ
ザ
)

名
称
変
更
)
と
札
幌
市
が
合
同
で
設
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
勤
労
者
の
雇
用
と
福
祉
に
関
す
る
事
業
を
総
合
的
に

行
い
、
も
っ
て
勤
労
者
の
雇
用
促
進
と
福
祉
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
が
財
団
法
人
の
目
的
と
さ
れ
て
い
る
。
設

立
さ
れ
た
の
は
一
九
八
四
年
で
あ
る
が
、
実
際
に
事
業
を
開
始
し
た
の
は
一
九
八
六
年
か
ら
で
あ
る
。
主
な
事
業

ホ
テ
ル
サ
ン
プ
ラ
ザ
を
メ
イ
ン
拠
点
に
、
勤
労
者
を
は
じ
め
と
す
る
市
民
の
各
種
会
合
及
、
び
そ
れ
に

と
し
て
は
、

伴
う
飲
食
、
宿
泊
の
提
供
を
行
う
ほ
か
、
音
楽
ホ

l
ル
や
プ

l
ル
な
ど
も
備
え
て
い
る
。

(
二
)
経
営
状
況

セ
ン
タ
ー
は
、
市
民
の
憩
い
の
場
と
し
て
年
間
六
O
万
人
の
利
用
者
を
有
す
る
施
設
で
あ
る
。
二

0
0
0
年
度

表⑮財団法人札幌勤労者職業福祉センターの経営実績

北法55(4・301)1685 

区分

事業収入合計

人件費

当期収支



説

か
ら
二
O
O
二
年
度
に
か
け
て
の
経
営
実
績
か
ら
見
れ
ば
、
事
業
収
入
は
減
少
し
て
き
て
い
る
も
の
の
、
人
件
費
も
逓
減

し
て
お
り
、
当
期
収
支
も
赤
字
か
ら
黒
字
へ
と
の
転
換
が
実
現
さ
れ
て
い
る
(
表
⑮
参
照
)
。
団
体
の
「
身
軽
さ
」
を
示

す
指
標
と
し
て
の
管
理
費
比
率
は
、
そ
れ
ぞ
れ
六
・
六
%
、
六
・
九
%
、
九
・
O
%
と
な
っ
て
い
る
。
人
件
費
を
節
減
す

る
た
め
、
例
え
ば
送
迎
パ
ス
の
運
転
手
は
パ
ス
の
仕
事
を
終
え
て
か
ら
厨
房
の
業
務
を
手
伝
う
と
い
う
よ
う
な
工
夫
も
な

吾β‘
日間

さ
れ
て
い
る
。

会
乙
補
助
金
及
び
委
託
料
の
受
入
れ
状
況

表
⑬
に
よ
る
と
、
セ
ン
タ
ー
は
、

一
九
九
八
年
度
か
ら
二
O
O
一
年
度
に
か
け
て
毎
年
六
千
万
円
前
後
の
補
助
金
を
受

一
九
九
九
年
度
を
例
に
見
る
と
、
当
該
年
度
に
お
い
て
「
貸
付
金
の
利
子
補
給
」
と
し
て
一

千
三
百
万
円
余
、
「
音
楽
ホ

l
ル
の
補
助
金
」
と
し
て
四
千
万
円
、
そ
し
て
「
退
職
派
遣
者
の
人
件
費
の
補
助
」
と
し
て

三
百
万
円
余
が
そ
れ
ぞ
れ
計
上
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
二
O
O
二
年
度
に
至
っ
て
、
公
益
法
人
等
派
遣
法
の
施
行
に
伴
い
、

け
て
い
た
。
そ
の
内
訳
は
、

市
派
遣
職
員
の
人
件
費
分
二
千
六
百
万
円
が
補
助
金
に
追
加
さ
れ
て
い
る
。
二

0
0
0
年
度
か
ら
二
O
O
二
年
度
ま
で
市

に
対
す
る
収
入
依
存
度
は
、
そ
れ
ぞ
れ
三
・
六
%
、
三
・
八
%
、
五
・
九
%
と
な
っ
て
い
る
。
逓
増
す
る
傾
向
も
見
ら
れ

る
も
の
の
、
札
幌
市
に
お
け
る
第
三
セ
ク
タ
ー
全
体
の
中
で
は
低
い
数
値
で
あ
る
と
言
え
る
。

(
凹
)
問
題
点

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、

セ
ン
タ
ー
の
経
営
状
況
は
、
管
理
費
比
率
か
ら
見
て
も
、
市
に
対
す
る
収
入
依
存
度

(単位:千円)
寸一一一一一ーー一一一一
2002 
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財団法人札幌勤労者職業福祉センター2000-2002年度出資団体報告により作成

表⑩札幌市からの補助金
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か
ら
見
て
も
い
い
内
容
で
あ
る
。
同
時
に
、
人
件
費
を
節
約
す
る
た
め
団
体
の
努
力
姿
勢
も
評
価
に
値
し
よ
う
。

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
近
年
度
の
経
営
報
告
を
見
る
と
、
団
体
の
実
施
事
業
は
①
宴
会
事
業
、
②
婚
礼
事
業
、
③
レ
ス
ト
ラ
ン
事
業
、

④
会
議
・
研
修
事
業
、
⑤
プ

i
ル
事
業
、
⑥
宿
泊
事
業
、
⑦
そ
の
他
に
分
け
ら
れ
る
。
そ
の
う
ち
⑤
プ

i
ル
事
業
は
「
公
益
事
業
」
と
さ
れ



て
い
る
が
、
そ
の
他
の
事
業
は
殆
ん
ど
「
収
益
事
業
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
ま
ず
業
種
業
態
か
ら
見
れ
ば
、
セ
ン
タ
ー
に
お

い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
事
業
は
、
プ
ー
ル
付
き
の
大
型
ホ
テ
ル
を
業
と
す
る
普
通
の
民
間
法
人
と
比
べ
て
、
ど
こ
が
違
う
か
と
い
う
疑
問
が

湧
い
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
宴
会
事
業
、
婚
礼
事
業
、
レ
ス
ト
ラ
ン
事
業
、
会
議
・
研
修
事
業
、
宿
泊
事
業
、
い
ず
れ
を
と
っ
て
も
民
間
も
よ

く
参
入
す
る
分
野
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
民
間
を
中
心
に
行
わ
れ
る
べ
き
業
種
業
態
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
「
公
益
事
業
」
と
「
収
益
事
業
」
の
割
合
を
見
れ
ば
、
一
九
九
八
年
度
か
ら
二
0
0
0
年
度
ま
で
の
経
営
報
告
に
よ
る
と
、
「
収
益

事
業
」
の
占
め
る
比
率
は
そ
れ
ぞ
れ
八
二
・
四
%
、
八
0
・
一
%
、
八
0
・
七
%
と
な
っ
て
い
る
。
民
法
一
二
四
条
に
基
づ
い
て
営
利
を
目
的

いわゆる第三セクターに関する行政法学的考察 (2) 

と
せ
ず
設
立
さ
れ
た
公
益
法
人
と
は
い
え
、
「
収
益
事
業
」
を
メ
イ
ン
に
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
「
公
益
事
業
」
と
さ
れ
た
プ
l
ル
事
業
に
つ
い
て
も
、
今
回
の
実
態
調
査
で
、
「
低
料
金
」
と
「
中
学
生
以
下
の
無
料
化
」
が
そ
の

公
益
性
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
(
証
し
)
で
あ
る
と
紹
介
さ
れ
た
が
、
し
か
し
、
「
中
学
生
以
下
の
無
料
化
」
は
実
は
一
九
九
九
年
七
月
か
ら
実

施
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
団
体
が
設
立
さ
れ
た
時
点
か
ら
開
始
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
同
時
に
低
料
金
に
つ
い
て
も
、
民
間
も
多
く
参

入
す
る
分
野
だ
け
に
不
当
な
競
争
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

し
た
が
っ
て
、
セ
ン
タ
ー
の
大
き
な
課
題
と
し
て
、
第
一
に
、
業
種
業
態
に
お
い
て
普
通
の
民
間
法
人
と
そ
れ
ほ
ど
変
わ
ら
ず
、
公
益
法

人
と
し
て
の
「
公
益
性
」
が
十
分
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
れ
と
関
連
し
て
第
二
に
、
主
た
る
業
務
と
さ
れ
た
事
業
は
い
ず

れ
も
民
間
業
者
も
よ
く
参
入
し
て
い
る
分
野
で
あ
る
た
め
、
民
業
が
圧
迫
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し

て
お
き
た
い
。

f¥.. 

財
団
法
人
札
幌
市
生
涯
学
習
振
興
財
団

(
二
設
立
の
経
緯

北i去55(4・303)1687



説自命

表⑪財団法人札幌市生涯学習振興財団の経営実績

区分

事業収入合計

人件費

当期収支

財
団
法
人
札
幌
市
生
涯
学
習
振
興
財
団
は
、
札
幌
市
の
地
域
に
お
け
る
生
涯
学
習
の
普
及
振
興
に
資
す
る
事
業

を
行
う
と
と
も
に
、
札
幌
市
が
設
置
す
る
生
涯
学
習
関
連
施
設
の
管
理
運
営
を
行
い
、
も
っ
て
北
海
道
に
お
け
る

北法55(4・304)1688

生
涯
学
習
の
推
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

一
九
九
九
年
に
設
立
さ
れ
た
公
益
法
人
で
あ
る
。
現
在
、

札
幌
市
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
、
札
幌
市
青
少
年
科
学
館
、
札
幌
市
視
聴
覚
セ
ン
タ
ー
の

事
業
推
進
と
管
理
運
営
を
市
か
ら
委
託
を
受
け
て
行
っ
て
い
る
。

(
二
)
経
営
状
況

財
団
の
二

0
0
0
l
二
O
O
二
年
度
の
経
営
報
告
に
よ
る
と
、
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

の
利
用
促
進
や
受
託
事
業
の
拡
大
等
よ
っ
て
事
業
収
入
は
一
九
九
九
年
度
の
五
億
四
千

万
円
弱
か
ら
二
O
O
二
年
度
の
一
一
億
円
と
急
増
し
て
い
る
も
の
の
、
人
件
費
の
負
担

増
や
市
の
委
託
料
の
減
額
な
ど
に
よ
り
、
結
果
的
に
当
期
収
支
差
額
が
マ
イ
ナ
ス
と

(
表
⑪
参
照
)
。
二

0
0
0
年
度
か
ら
二
O
O
二
年
度
に
か
け
て
売
上
高

な
っ
て
い
る

に
占
め
る
管
理
費
(
人
件
費
、
光
熱
費
、
減
価
償
却
費
な
ど
)

の
割
合
、
す
な
わ
ち
一

般
管
理
費
比
率
は
そ
れ
ぞ
れ
二
・
七
%
、
四
・
O
%
、
六
・
二
%
と
な
っ
て
い
る
。

(
三
)
補
助
金
及
び
委
託
料
の
受
入
れ
状
況

財
団
は
、
札
幌
市
第
三
セ
ク
タ
ー
の
中
で
は
比
較
的
に
新
し
く
設
立
さ
れ
た
団
体
で

あ
る
。
補
助
金
及
び
委
託
料
の
受
入
れ
状
況
か
ら
見
れ
ば
、
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
運
営

管
理
を
受
託
す
る
こ
と
な
ど
に
伴
っ
て
、

一
九
九
九
年
度
の
四
億
円
台
か
ら
二

0
0

年
度
の
九
億
円
台
へ
と
倍
増
し
て
い
る

(
表
⑬
参
照
)
。

表⑮札幌市からの委託料及び補助金



そ
の
内
訳
は
一
九
九
九
年
度
を
例
に
見
る
と
、
「
自
主
事
業
補
助
金
」
四
百
万
円
、
「
運
営
費
補
助
金
」
一
千
八
百
万
円
余
が
補
助
さ
れ
る

ほ
か
、
「
さ
っ
ぽ
ろ
市
民
カ
レ
ッ
ジ
事
業
費
」
一
千
三
百
万
円
余
、
「
視
聴
覚
セ
ン
タ
ー
運
営
管
理
費
」
六
千
二
百
万
円
余
が
委
託
料
と
し
て

交
付
さ
れ
て
い
る
。
二

0
0
0
年
度
に
は
、
前
年
度
に
受
託
し
た
も
の
以
外
に
、
「
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
運
営
管
理
委
託
費
」
と
し
て
三
億

六
千
万
円
余
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
二

0
0
0
年
度
か
ら
二

O
O
二
年
度
ま
で
の
売
上
高
に
占
め
る
市
か
ら
の
補
助
金
及
、
ぴ
委
託
料
の
割
合

は
、
そ
れ
ぞ
れ
八
七
・
二
%
、
七
五
・
六
%
、
八
0
・
七
%
と
な
っ
て
い
る
。

いわゆる第三セクターに関する行政法学的考察 (2) 

(
四
)
問
題
点

財
団
は
、
「
札
幌
市
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
」
が
二

0
0
0
年
八
月
に
オ
ー
プ
ン
し
た
こ
と
に
伴
っ
て
本
格
的
な
事
業
を
開
始
し
た
た
め
、

現
時
点
で
事
業
の
成
果
を
検
証
す
る
こ
と
は
時
期
尚
早
で
あ
り
、
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、
行
政
か
ら
の
補
助
金
及
び
委
託
料
の
受
領
金
額

か
ら
見
れ
ば
、
ま
た
全
事
業
収
入
の
中
で
市
か
ら
の
補
助
金
及
び
委
託
料
の
割
合
、
す
な
わ
ち
市
に
対
す
る
依
存
度
か
ら
見
て
も
、
行
政
依

存
の
体
質
が
目
立
っ
て
い
る
。

ま
た
、
公
益
法
人
等
派
遣
法
施
行
前
に
お
い
て
、
市
の
職
員
が
職
務
専
念
義
務
免
除
の
形
で
公
務
員
の
身
分
を
持
ち
な
が
ら
当
該
団
体
に

派
遣
さ
れ
、
給
与
が
派
遣
元
の
市
の
負
担
と
さ
れ
て
い
た
が
、
同
法
が
施
行
さ
れ
た
後
、
派
遣
の
形
態
と
公
務
員
の
身
分
取
り
扱
い
に
は
変

わ
り
は
な
い
が
、
給
与
の
支
給
は
派
遣
先
の
負
担
と
さ
れ
て
い
る
。
当
該
法
律
の
趣
旨
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
り
評
価
で
き
る
が
、
し
か
し
、

今
回
の
実
態
調
査
で
、
派
遣
職
員
の
給
料
相
当
分
は
派
遣
元
の
市
が
補
助
金
等
の
形
で
補
助
す
る
た
め
、
結
局
公
益
法
人
等
派
遣
法
施
行
前

と
全
く
変
わ
ら
な
い
実
態
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
必
ず
し
も
財
団
自
身
の
問
題
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
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こ
の
よ
う
な
対
応
は
公
話
法
人
等
派
遣
法
の
有
名
無
実
化
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
問
題
で
あ
ろ
う
。

九

社
会
福
祉
法
人
札
幌
市
福
祉
事
業
団
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(
二
設
立
の
経
緯

論

社
会
福
祉
法
人
札
幌
市
福
祉
事
業
団
は
、
社
会
福
祉
事
業
法
に
基
づ
い
て
一
九
九
六
年
に
財
団
法
人
(
一
九
八

六
年
に
設
立
)
か
ら
改
組
さ
れ
て
設
立
さ
れ
た
団
体
で
あ
る
。
多
様
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
が
そ
の
利
用
者
の
意
向
を

尊
重
し
て
総
合
的
に
提
供
さ
れ
る
よ
う
創
意
工
夫
す
る
こ
と
に
よ
り
、
利
用
者
が
、
個
人
の
尊
厳
を
保
持
し
つ
つ
、

自
立
し
た
生
活
を
地
域
社
会
に
お
い
て
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
担
当
の

業
務
に
は
、
第
I
種
社
会
福
祉
事
業
、
第
H
種
社
会
福
祉
事
業
、
そ
の
他
の
公
益
を
目
的
と
す
る
事
業
な
ど
が
あ

る
(
二
)
経
営
状
況

表
⑬
に
よ
る
と
、
事
業
収
入
が
微
増
す
る
に
つ
れ
て
、
人
件
費
も
多
少
増
え
た
が
、
当
期
収
入
が
一
九
九
八
年

度
の
百
万
円
台
か
ら
二
O
O
二
年
度
の
二
千
万
円
台
へ
と
改
善
さ
れ
て
い
る
。
二
0
0
0
年
度
か
ら
二
O
O
二
年

度
に
か
け
て
売
上
高
に
占
め
る
管
理
費
(
人
件
費
、
光
熱
費
、
減
価
償
却
費
な
ど
)
の
割
合
、
す
な
わ
ち
一
般
管

理
費
比
率
は
そ
れ
ぞ
れ
六
・
六
%
、
九
・
六
%
、
五
・
六
%
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
全
実
施
事
業
の
中
で
、
収

益
事
業
が
占
め
る
割
合
は
、

一
九
九
八
l
二
0
0
0
年
度
ま
で
の
実
績
を
例
に
見
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
一
七
・
O
%
、

一
六
・
二
%
、

一
六
・
一
%
と
な
っ
て
い
る
。

(
三
)
補
助
金
及
び
委
託
料
の
受
入
れ
状
況

事
業
団
は
、

一
九
九
八
年
度
か
ら
二
O
O
二
年
度
ま
で
の
経
営
報
告
に
よ
る
と
、
平
均
し
て
毎
年
八
億
円
前
後

の
補
助
金
及
、
ぴ
委
託
料
を
受
け
て
い
る

(
表
⑫
参
照
)
。

そ
の
内
訳
は
、

一
九
九
八
年
度
を
例
に
と
っ
て
見
る
と
、
「
札
幌
市
福
祉
事
業
団
本
部
運
営
費
」
と
し
て
四
千

~tì去 55(4 ・ 306)1690

表⑮社会福祉法人札幌市福祉事業団の経営実績

区分

事業収入合計

人件費

当期収支



いわゆる第三セクターに関する行政法学的考察 (2) 

表⑩札幌市からの補助金及び委託料

八
百
万
円
弱
が
補
助
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
「
札
幌
市
保
養
セ
ン
タ
ー
駒
岡
管
理
運
営
業
務
」
、
「
札
幌
市
長
生
園
管

理
運
営
業
務
」
等
を
受
託
し
、
総
額
八
億
円
余
が
委
託
料
と
し
て
交
付
さ
れ
て
い
る
。
一
九
九
九
年
度
に
お
い
て
、

受
託
事
業
の
拡
大
等
に
よ
り
、
受
領
す
る
補
助
金
及
び
委
託
料
の
総
額
は
一
旦
九
億
三
千
万
円
弱
に
ま
で
増
え
た

も
の
の
、
二

0
0
0
年
以
降
に
な
る
と
、
ま
た
一
九
九
八
年
度
の
水
準
に
戻
っ
た
。
二

0
0
0
年
度
か
ら
二

0
0

二
年
度
ま
で
売
上
高
に
占
め
る
市
か
ら
の
補
助
金
及
び
委
託
料
の
割
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
七
0
・
三
%
、
六
八
・

0

%
、
六
人
・
一
%
と
な
っ
て
お
り
、
低
下
の
兆
し
も
見
ら
れ
る
も
の
の
、
依
然
と
し
て
高
い
も
の
で
あ
る
。

(
四
)
問
題
点

近
年
の
経
営
実
績
か
ら
見
れ
ば
、
事
業
団
は
事
業
収
入
が
増
え
、
当
期
収
入
に
お
い
て
も
市
に
対
す
る
依
存
度

に
お
い
て
も
改
善
の
方
向
に
あ
る
。

し
か
し
、
事
業
団
に
は
次
の
二
点
に
お
い
て
問
題
、
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
第
一
に
行
政
依
存
の
体
質
の
問
題
で

あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
近
年
の
市
に
対
す
る
依
存
度
か
ら
見
て
も
明
ら
か
で
あ
れ
リ
、
二
O
O
二
年
度
は
二

0
0
0
年
度
よ
り
低
下
し
た
も
の
の
、
依
然
と
し
て
高
い
数
値
で
あ
る
。
ま
た
、
今
回
の
実
態
調
査
中
、
第
一
一
一
セ

ク
タ
ー
が
「
行
政
か
ら
完
全
に
独
立
し
、
名
実
と
も
民
間
法
人
と
し
て
活
動
し
て
い
く
こ
と
」

の
可
能
性
に
つ
い

い
る
。

開
法
人
と
し
て
活
動
し
て
い
く
こ
と
は
無
理
で
あ
る
」
と
い
う
回
答
だ
っ
た
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
行
政
依
存
の
体
質
が
目
立
っ
て

て
も
質
問
し
た
が
、
「
仕
事
の
全
部
は
市
か
ら
の
も
の
で
あ
る
た
め
、
行
政
か
ら
完
全
に
独
立
し
、
名
実
と
も
民

北法55(4・307)1691

第
二
に
、
民
業
圧
迫
の
問
題
で
あ
る
。
事
業
団
の
担
当
業
務
か
ら
見
れ
ば
、
第

I
種
社
会
福
祉
事
業
と
第
E
種
社
会
福
祉
事
業
な
ど
が
あ

る
。
そ
の
う
ち
、
特
に
第

E
種
社
会
福
祉
事
業
と
し
て
の
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
受
託
運
営
が
主
な
業
務
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
今
回
の
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実
態
調
査
を
通
し
て
一
九
八
八
年
に
開
始
さ
れ
た
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
や
一
九
八
六
年
に
開
始
さ
れ
た
老
人
休
養
ホ

l
ム
等
は
、
当
時
の
札
幌
市

ど辺為
詞岡

に
お
い
て
民
間
に
先
駆
け
て
の
試
み
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
実
態
調
査
の
中
で
事
業
団
自
身
も
認
め
て
い
た
よ
う

に
、
今
日
で
は
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
で
あ
れ
、
老
人
ホ

l
ム
で
あ
れ
、

い
ず
れ
に
し
て
も
民
間
も
よ
く
参
入
し
、
公
的
サ
ー
ビ
ス
以
上
に
成
長

し
て
い
る
分
野
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
事
業
団
に
は
設
立
当
初
に
お
い
て
そ
れ
な
り
の
必
要
性
と
優
位
性
が
あ
っ
た
と
言
う

こ
と
が
で
き
る
が
、
今
日
に
至
っ
て
は
、
そ
の
必
要
性
や
優
位
性
が
果
た
し
て
ど
れ
ほ
ど
あ
る
の
か
疑
問
で
あ
る
。
老
人
福
祉
事
業
は
ビ
ジ

ネ
ス
の
一
つ
と
し
て
市
場
が
ニ
疋
し
て
い
る
だ
け
に
、
公
的
参
入
に
よ
っ
て
民
業
を
圧
迫
す
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。

付
記①
本
節
の
作
成
に
際
し
て
は
、
北
海
道
ち
ほ
く
高
原
鉄
道
株
式
会
社
(
二
O

O
一
年
一
一
月
二
日
)
、
株
式
会
社
札
幌
道
路
維
持
公
社
(
二

O

O
一

年
六
月
七
日
)
、
株
式
会
社
札
幌
リ
ゾ
ー
ト
開
発
公
社
(
二

O
O
一
年
七
月
一

O
日
)
、
札
幌
総
合
情
報
セ
ン
タ
ー
株
式
会
社
(
二
O
O
一
年
六
月

一
一
一
一
日
)
、
株
式
会
社
札
幌
リ
サ
イ
ク
ル
公
社
(
二

O
O
一
年
五
月
七
日
)
、
財
団
法
人
札
幌
国
際
プ
ラ
ザ
(
二

O
O
二
年
七
月
二
ハ
日
)
、
財
団

法
人
札
幌
勤
労
者
職
業
福
祉
セ
ン
タ
ー
(
二
O

O
二
年
七
月
二
日
)
、
財
団
法
人
札
幌
市
生
涯
学
習
振
興
財
団
(
二
O
O
二
年
七
月
四
日
)
、
社
会

福
祉
法
人
札
幌
市
福
祉
事
業
団
(
二

O
O
二
年
七
月
四
日
)
に
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
へ
の
ご
協
力
、
資
料
の
提
供
等
を
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
で
記
し

て
以
上
の
各
団
体
に
深
く
感
謝
す
る
次
第
で
あ
る
。
外
国
人
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
も
し
事
実
誤
認
や
解
釈
の
誤
り
が
あ
れ
ば
、
言
、
つ
ま
で
も

な
く
そ
れ
は
す
べ
て
筆
者
の
責
任
に
帰
す
べ
き
も
の
で
あ
る
(
カ
ツ
コ
内
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
実
施
日
で
あ
る
)
。

②
本
節
中
二
O
O
一
、
二
O
O
二
年
度
の
デ
l
タ
は
、
す
べ
て
札
幌
市
の
市
民
情
報
セ
ン
タ
ー
を
通
じ
て
入
手
し
、
追
加
し
た
も
の
で
あ
る
。

(
1
)
こ
の
点
に
つ
い
て
、
三
橋
良
士
明
「
第
三
セ
ク
タ
ー
の
民
主
的
統
制
」
室
井
力
先
生
還
暦
記
念
論
集
『
現
代
行
政
法
の
理
論
』
(
法
律
文
化
社
、

一
九
九
一
年
)
三
五
七
頁
を
参
照
。

(
2
)
北
海
道
新
聞
二
0
0
0
年
二
月
二

O
B付。

(
3
)
北
海
道
「
平
成
一
一
一
年
度
関
与
団
体
点
検
評
価
調
書
」
一
二
頁
。
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(
4
)
最
近
の
新
聞
報
道
に
よ
る
と
、
道
や
沿
線
市
町
村
が
資
金
を
拠
出
し
て
設
立
さ
れ
た
経
営
安
定
化
基
金
に
は
、
北
海
道
ち
ほ
く
高
原
鉄
道
の

赤
字
補
填
財
源
に
使
え
る
第
二
基
金
が
ピ

l
ク
時
の
八
八
億
円
(
一
九
九
四
年
度
)
か
ら
二
O

O
一
年
度
末
現
在
の
一
四
億
円
ま
で
減
少
し
て

い
る
。
詳
し
く
は
、
北
海
道
新
聞
二
O
O
二
年
九
月
四
日
付
を
参
照
。

(
5
)
そ
の
詳
細
は
北
海
道
新
聞
二
O
O
三
年
二
一
月
一
七
、
一
八
、
二
O
日
付
を
参
照
。

(
6
)
朝
日
新
聞
二
O
O
二
年
二
月
一
七
日
付
。

第
三
節

ま
と
め

いわゆる第三セクターに関する行政法学的考察 (2) 

以
上
、
第
三
一
セ
ク
タ
ー
の
実
態
を
、
主
に
自
ら
の
実
態
調
査
に
基
づ
い
て
解
明
を
試
み
て
き
た
。
今
回
の
実
態
調
査
を
通
し
て
の
大
き
な

感
想
や
共
通
の
問
題
点
と
し
て
、
次
の
四
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
、
団
体
の
組
織
形
態
の
み
な
ら
ず
、
実
施
業
務
ま
で
見
れ

ば
、
第
三
セ
ク
タ
ー
は
、
法
的
に
は
確
か
に
民
間
法
人
と
同
様
の
手
続
を
経
て
設
立
さ
れ
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
実
態
的
な
レ
ベ
ル
に
お
い

て
は
、
株
式
会
社
形
態
で
あ
れ
、
公
益
法
人
形
態
で
あ
れ
、
い
ず
れ
も
通
常
の
民
開
業
者
よ
り
、
行
政
依
存
の
体
質
が
目
立
っ
て
い
る
と
い

う
点
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
第
一
一
一
セ
ク
タ
ー
の
職
員
派
遣
問
題
を
法
的
に
解
決
す
る
た
め
作
ら
れ
た
と
言
わ
れ
る
公
益
法
人
等
派
遣
法
は
、

地
方
公
共
団
体
の
行
政
実
務
上
、
そ
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
十
分
理
解
さ
れ
ず
、
場
合
に
よ
っ
て
は
当
該
法
律
そ
の
も
の
が
形
骸
化
し
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
三
つ
目
は
、
第
三
セ
ク
タ
ー
の
実
施
業
務
の
業
種
業
態
か
ら
す
れ
ば
、
「
公
益
性
」
に
対
す
る
理
解
は

暖
味
で
あ
り
、
民
間
と
の
境
目
が
必
ず
し
も
明
確
な
も
の
で
は
な
い
点
で
あ
る
。
最
後
の
点
は
、
第
三
セ
ク
タ
ー
と
い
う
手
法
若
し
く
は
組

織
形
態
を
媒
体
に
、
そ
も
そ
も
民
間
に
任
せ
て
も
よ
い
と
思
わ
れ
る
事
業
分
野
に
行
政
が
安
易
に
参
入
し
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
民
業

北j去55(4・309)1693

が
圧
迫
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

以
下
で
は
、
今
回
の
実
態
調
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
次
章
で
取
り
上
げ
る
法
的
問
題
に
関
す
る
第
三
セ
ク
タ
ー
側
の
認
識
を
見
て
み
よ



説

、
「
ノ
。(

こ
第
三
セ
ク
タ
ー
の
メ
リ
ッ
ト
と
デ
メ
リ
ッ
ト
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両岡

第
三
セ
ク
タ
ー
の
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
、
見
解
の
差
も
見
ら
れ
る
も
の
の
、
行
政
と
関
係
し
て
い
る
か
ら
仕
事
や
収
入
の
確
保
が
で
き
る
と

い
う
点
に
お
い
て
ま
ず
各
社
の
認
識
が
共
通
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
の
う
ち
、
株
式
会
社
札
幌
道
路
維
持
公
社
で
は
営
利
事
業
が
で
き

る
こ
と
を
第
三
セ
ク
タ
ー
の
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
挙
げ
て
い
る
が
、
詰
ま
る
と
こ
ろ
そ
の
中
身
は
や
は
り
仕
事
と
収
入
の
確
保
に
帰
着
す
る
と

言
え
よ
う
。
公
益
法
人
形
態
の
第
三
セ
ク
タ
ー
で
は
、
行
政
の
補
完
性
や
低
料
金
で
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
で
き
る
こ
と
等
が
強
調
さ
れ
て
い
る

が
、
第
三
セ
ク
タ
ー
の
メ
リ
ッ
ト
自
体
の
存
在
を
否
定
し
た
杜
会
福
祉
法
人
札
幌
市
福
祉
事
業
団
も
含
め
て
、
株
式
会
社
形
態
の
第
三
セ
ク

タ
!
と
同
様
、
仕
事
の
確
保
が
で
き
る
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
。

デ
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
は
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
中
で
本
音
が
ど
れ
だ
け
反
映
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
別
に
し
て
、
特
に
感
じ
て
い
な
い
と

す
る
の
が
大
方
の
見
解
の
よ
う
で
あ
る
。
株
式
会
社
形
態
の
場
合
、
会
社
経
営
状
況
が
健
全
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
こ
う
い
う
傾
向
が
強
い

と
見
ら
れ
る
。
黒
字
経
営
の
株
式
会
社
札
幌
リ
サ
イ
ク
ル
公
社
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
と
は
喜
一
ヲ
ん
、
従
来
か
ら
言
わ
れ
て
き
た
第
三
セ
ク
タ
ー

が
持
つ
天
下
り
問
題
や
責
任
体
制
の
暖
昧
さ
等
が
や
は
り
部
分
的
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
北
海
道
ち
ほ
く
高
原
鉄
道
株
式
会
社
は
、

公
共
部
門
の
介
入
が
強
す
ぎ
る
た
め
経
営
の
自
主
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
容
易
で
は
な
い
こ
と
、
責
任
体
制
の
暖
昧
さ
か
ら
く
る
事
業
遂
行

能
力
の
貧
困
等
を
自
ら
の
弱
点
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
株
式
会
社
札
幌
リ
ゾ
ー
ト
開
発
公
社
に
お
い
て
も
、
第
三
セ
ク
タ
ー
に
お
け
る
市
の

O
B
の
受
け
皿
化
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
公
益
法
人
形
態
の
場
合
は
、
財
団
法
人
札
幌
国
際
プ
ラ
ザ
に
お
い
て
行
政
依
存
の
体
質
や
財
団
法
人
札
幌
勤
労
者
職
業

福
祉
セ
ン
タ
ー
及
、
ぴ
財
団
法
人
札
幌
市
生
涯
学
習
振
興
財
団
に
お
い
て
運
営
上
の
難
し
さ
等
を
第
三
セ
ク
タ
ー
の
デ
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
そ
れ

ぞ
れ
挙
げ
て
い
る
が
、
「
言
い
に
く
い
」
と
す
る
か
、
否
定
す
る
の
が
多
数
で
あ
る
。



士
乙
派
遣
職
員
に
つ
い
て

殆
ど
の
第
三
セ
ク
タ
ー
は
、
人
数
の
差
が
あ
る
も
の
の
、
行
政
か
ら
派
遣
役
職
員
を
受
け
入
れ
て
い
る
こ
と
が
、
も
う
一
つ
の
共
通
点
で

あ
る
。
株
式
会
社
形
態
を
と
る
第
三
一
セ
ク
タ
ー
に
は
、
株
式
会
社
札
幌
リ
ゾ
ー
ト
開
発
公
社
の
非
常
勤
の
場
合
も
含
め
、
全
て
派
遣
職
員
が

存
在
す
る
の
に
対
し
て
、
公
益
法
人
形
態
の
も
の
で
は
、
社
会
福
祉
法
人
札
幌
市
福
祉
事
業
団
は
当
分
の
間
派
遣
職
員
を
受
け
て
い
な
い
た

め
除
外
す
れ
ば
、
他
の
三
団
体
で
は
、
人
数
の
差
は
あ
れ
、
い
ず
れ
に
し
て
も
行
政
か
ら
の
派
遣
職
員
を
受
け
入
れ
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。

近
年
札
幌
市
か
ら
第
三
セ
ク
タ
ー
へ
の
役
職
員
派
遣
は
減
少
傾
向
に
あ
る
も
の
の
、
二

O
O
二
年
度
に
お
い
て
も
依
然
と
し
て
二
六
四
人
が

いわゆる第三セクターに関する行政法学的考察 (2) 

計
上
さ
れ
て
い
る
。
表
@
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

派
遣
の
形
態
、
派
遣
職
員
の
身
分
取
り
扱
い
、
給
与
の
負
担
等
に
つ
い
て
は
、
公
益
法
人
等
派
遣
法
施
行
前
と
施
行

後
で
対
応
と
扱
い
は
異
な
っ
て
い
る
。
当
該
法
律
施
行
前
、
す
な
わ
ち
二

O
O
二
年
四
月
ま
で
は
、
株
式
会
社
の
場
合
、

北
海
道
ち
ほ
く
高
原
鉄
道
株
式
会
社
の
よ
う
な
休
職
に
よ
る
ケ
l
ス
も
あ
れ
ば
、
株
式
会
社
札
幌
道
路
維
持
公
社
の
よ

う
な
職
務
命
令
に
よ
る
ケ
l
ス
も
あ
っ
た
。
公
益
法
人
の
場
合
は
、
財
団
法
人
札
幌
国
際
プ
ラ
ザ
や
財
団
法
人
札
幌
市

生
涯
学
習
振
興
財
団
及
、
び
社
会
福
祉
法
人
札
幌
市
福
祉
事
業
団
に
お
い
て
は
職
務
専
念
義
務
免
除
に
よ
っ
て
い
た
が
、

財
団
法
人
札
幌
勤
労
者
職
業
福
祉
セ
ン
タ
ー
で
は
職
務
命
令
に
よ
っ
て
い
た
。
給
与
の
負
担
に
つ
い
て
、
株
式
会
社
の

場
合
、
株
式
会
社
札
幌
リ
サ
イ
ク
ル
公
社
の
よ
う
に
市
が
全
額
負
担
す
る
例
が
あ
っ
た
一
方
、
他
方
で
は
、
北
海
道
ち

ほ
く
高
原
鉄
道
株
式
会
社
の
よ
う
に
道
と
会
社
の
共
同
負
担
と
す
る
例
も
あ
れ
ば
、
株
式
会
社
札
幌
道
路
維
持
公
社
の

よ
う
に
第
三
セ
ク
タ
ー
自
身
が
負
担
す
る
例
も
見
ら
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
公
益
法
人
の
場
合
は
、
各
国
体
一
様
に

市
の
負
担
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
公
益
法
人
等
派
遣
法
施
行
前
に
お
い
て
、
第
三
セ
ク
タ
ー
に
よ
っ
て
派
遣

の
形
態
や
給
与
の
負
担
に
つ
い
て
対
応
が
区
々
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
法
人
形
態
と
関
係
な
く
、

い
ず
れ
の
場
合
に
お

表⑮札幌市から出資団体への役職員派遣状況
2004年2月
，ー一一一一一ーー

2003年度「札幌市出資団体評価システムjなとにより作成
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い
て
も
派
遣
職
員
が
公
務
員
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
点
で
各
第
三
セ
ク
タ
ー
が
共
通
し
て
い
た
。

次
に
、
二

O
O
二
年
四
月
の
公
益
法
人
等
派
遣
法
施
行
後
ど
の
よ
う
な
取
扱
い
が
な
さ
れ
て
い
る
か
を
検
討
し
よ
う
。
ま
ず
株
式
会
社
の

'3-1:.ミ
民間

場
合
を
見
る
と
、
株
式
会
社
札
幌
リ
サ
イ
ク
ル
公
社
は
二

O
O
二
年
四
月
か
ら
、
一
旦
引
き
上
げ
た
職
員
を
市
退
職
者
と
し
て
再
雇
用
す
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後
の
追
跡
調
査
に
よ
れ
ば
、
株
式
会
社
札
幌
道
路
維
持
公
社
に
お
い
て
も
同
様
の
対
応
が
と
ら
れ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
こ
れ
ま
で
公
務
員
の
身
分
を
保
有
し
な
が
ら
行
わ
れ
て
き
た
職
員
派
遣
は
、
公
務
員
を
退
職
し
て
非
公
務
員
と
し
て
第
三
セ
ク
タ
ー

に
採
用
さ
れ
る
形
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
派
遣
形
態
に
つ
い
て
、
北
海
道
ち
ほ
く
高
原
鉄
道
株
式
会
社
と
株
式
会
社
札
幌
道
路
維
持

公
社
の
例
で
吾
一

の
第
三
セ
ク
タ
ー
の
全
額
負
担
と
統
一
さ
れ
て
い
る
。

次
に
公
益
法
人
の
場
合
を
見
る
と
、
派
遣
形
態
に
つ
い
て
、
財
団
法
人
札
幌
国
際
プ
ラ
ザ
は
従
来
の
職
務
専
念
義
務
免
除
か
ら
職
務
命
令

に
変
わ
る
が
、
財
団
法
人
札
幌
勤
労
者
職
業
福
祉
セ
ン
タ
ー
及
び
財
団
法
人
札
幌
市
生
涯
学
習
振
興
財
団
に
お
い
て
は
、

従
来
の
派
遣
形
態
が
そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
株
式
会
社
形
態
の
第
三
セ
ク
タ
ー
と
同
様
、

各
団
体
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
の
は
、
給
与
の
負
担
に
つ
い
て
、
派
遣
元
の
市
か
ら
派
遣
先
の
第
三
セ
ク
タ
ー
に
転

換
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
今
回
の
実
態
調
査
で
、
名
義
上
第
三
セ
ク
タ
ー
の
負
担
と
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
派
遣
職
員
の
給

料
相
当
分
は
、
市
が
補
助
金
の
形
で
補
助
し
て
い
る
例
も
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

(
三
)
天
下
り
問
題
に
つ
い
て

職
員
派
遣
自
体
に
つ
い
て
は
、
派
遣
元
と
派
遣
先
と
の
意
思
疎
通
や
連
絡
調
整
等
に
寄
与
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て

お
り
、
そ
れ
な
り
に
理
解
で
き
る
が
、
し
か
し
、
理
解
に
苦
し
む
の
は
、
直
接
の
派
遣
で
は
な
く
、
あ
る
意
味
で
は
派

北法55(4・312)1696
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遣
の
延
長
線
に
あ
る
天
下
り
で
あ
る
。
天
下
り
は
第
三
セ
ク
タ
ー
に
普
遍
的
に
存
在
す
る
現
象
で
あ
り
、
第
三
セ
ク
タ
ー
に
お
け
る
職
員
間

題
の
中
で
も
一
番
突
出
し
た
問
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
表
⑫
に
も
一
不
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
札
幌
市
の
い
わ
ゆ
る
出
資
団
体
へ
の
天
下
り

は
近
年
減
少
す
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
増
加
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
天
下
り
に
対
し
て
は
、
第
三
セ
ク
タ
ー
現
場
か
ら
反
対
す
る
声
も
聞
こ
え
る
も

いわゆる第三セクタ}に関する行政法学的考察 (2) 

の
の
、
む
し
ろ
歓
迎
す
る
姿
勢
が
目
立
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
行
政
と
の
つ
な
が
り
や
仕
事
の
確
保
や
収
入
の
確
保
な
ど
に
お
い
て
そ
れ

な
り
の
役
割
を
果
た
し
て
く
れ
る
、
と
い
う
の
が
そ
の
最
大
の
理
由
で
あ
る
。
例
え
ば
、
株
式
会
社
札
幌
リ
ゾ
ー
ト
開
発
公
社
を
例
に
と
っ

て
見
る
と
、
公
社
は
市
か
ら
受
託
し
て
運
営
管
理
す
る
プ
l
ル
の
設
備
が
老
朽
化
な
ど
に
よ
り
修
繕
が
必
要
と
な
っ
た
が
、
そ
の
費
用
を
市

に
繰
り
返
し
て
要
請
し
た
と
こ
ろ
、
何
回
も
拒
否
さ
れ
て
き
た
が
、
退
職
し
た
市
助
役
が
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
問
題
が
一
発
で
ク
リ
ア
さ

れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。

ま
た
、
今
回
の
実
態
調
査
で
、
第
三
セ
ク
タ
ー
が
自
ら
作
成
し
た
統
計
だ
け
で
は
天
下
り
の
実
情
は
必
ず
し
も
正
確
に
把
握
で
き
な
い
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
例
え
ば
、
株
式
会
社
札
幌
総
合
情
報
セ
ン
タ
ー
の
場
合
、
職
員
の
構
成
は
(
二

O
O
一
年
四
月
一
日
現
在
)
市
の

職
員
と
退
職
者
が
合
わ
せ
て
一

O
人
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
プ
ロ
パ

l
は
一
八
人
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
一
八
人
の
う
ち
、
実
は

何
人
か
が
国
の
機
関
か
ら
天
下
っ
て
い
る
こ
と
が
今
回
の
実
態
調
査
で
明
ら
か
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
「
何
人
か
」
は
国
の
機
関
か

ら
な
の
で
、
「
自
治
体
か
ら
の
天
下
り
」
に
該
当
し
な
い
か
ら
、
統
計
上
「
プ
ロ
パ

i
」
に
算
入
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

(
四
)
情
報
公
聞
に
つ
い
て

第
三
セ
ク
タ
ー
の
情
報
公
開
の
問
題
に
つ
い
て
、
各
社
に
は
か
な
り
の
温
度
差
が
見
ら
れ
る
。
株
式
会
社
の
場
合
、
北
海
道
ち
ほ
く
高
原

鉄
道
株
式
会
社
は
株
式
会
社
と
し
て
そ
う
い
う
義
務
は
な
い
も
の
の
、
情
報
公
開
の
方
向
で
考
え
て
い
る
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
株
式

会
社
札
幌
道
路
維
持
公
社
の
場
合
は
、
会
社
を
市
政
の
一
環
で
行
政
を
補
完
し
て
い
る
と
位
置
づ
け
、
会
社
の
も
つ
情
報
は
基
本
的
に
札
幌

北法55(4・313)1697
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市
の
情
報
に
当
た
る
と
す
る
一
方
、
完
全
に
株
式
会
社
の
見
地
に
立
っ
て
み
れ
ば
、
何
も
か
も
公
開
し
て
し
ま
う
と
、
不
便
と
感
じ
る
場
面

も
あ
り
う
る
と
し
て
い
る
。
他
方
に
お
い
て
、
株
式
会
社
札
幌
リ
サ
イ
ク
ル
公
社
は
、
札
幌
市
情
報
公
開
条
例
に
よ
り
非
公
開
情
報
が
規
定

さ
れ
て
お
り
、
法
人
の
利
益
を
十
分
保
障
さ
れ
て
い
て
、
公
開
申
し
立
て
に
対
し
て
法
人
の
意
見
が
尊
重
さ
れ
る
シ
ス
テ
ム
が
で
き
て
い
る

の
で
、
現
行
制
度
運
営
に
お
い
て
特
に
問
題
は
な
い
と
し
て
い
る
。
株
式
会
社
札
幌
リ
ゾ
ー
ト
開
発
公
社
の
場
合
は
、
営
利
を
目
的
と
す
る

株
式
会
社
な
の
で
、
公
開
に
は
賛
成
で
き
な
い
と
し
た
上
で
、
情
報
公
開
は
時
代
の
流
れ
に
な
る
以
上
従
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
認
識
も

示
さ
れ
て
い
る
。
札
幌
総
合
情
報
セ
ン
タ
ー
株
式
会
社
は
札
幌
市
が
二
一
二
%
の
出
資
で
あ
る
の
で
、
直
接
に
は
市
の
情
報
公
開
該
当
対
象
外

で
あ
る
。
し
か
し
、
市
が
株
主
総
会
で
株
主
と
し
て
取
得
し
た
情
報
の
扱
い
に
つ
い
て
や
や
厄
介
で
あ
り
、
知
ら
れ
た
く
な
い
情
報
を
ど
う

す
れ
ば
い
い
か
当
惑
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
公
益
法
人
の
場
合
は
、
い
ず
れ
の
団
体
も
基
本
的
に
行
政
と
同
じ
よ
う
に
公
開
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
社
会

福
祉
法
人
札
幌
市
福
祉
事
業
団
は
民
間
と
競
合
す
る
分
野
の
情
報
開
示
に
つ
い
て
慎
重
に
進
め
る
べ
き
と
い
う
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。

~þ 
b冊

(
五
)
第
三
セ
ク
タ
ー
の
公
益
性
と
収
益
性
に
つ
い
て

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
株
式
会
社
の
場
合
は
、
公
益
性
重
視
型
と
収
益
性
重
視
型
及
び
両
方
を
重
視
す
る
中
間
型
と
に
分
か
れ
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。
北
海
道
ち
ほ
く
高
原
鉄
道
株
式
会
社
は
公
益
性
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
株
式
会
社
札
幌
リ

サ
イ
ク
ル
公
社
と
株
式
会
社
札
幌
リ
ソ

i
ト
開
発
公
社
は
株
式
会
社
の
収
益
性
を
強
調
し
て
い
る
。
他
方
に
お
い
て
、
札
幌
総
合
情
報
セ
ン

タ
ー
株
式
会
社
と
株
式
会
社
札
幌
道
路
維
持
公
社
は
、
両
方
と
も
重
視
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
前
者
は
民
間
と
同
じ
よ
う
に
儲
け

て
は
い
け
な
い
し
、
公
益
性
も
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
お
り
、
後
者
は
平
均
業
務
の
七
割
が
収
益
事
業
で
あ
り
、
残
り
は
公
益

事
業
で
あ
る
、
公
益
の
見
地
に
立
っ
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
赤
字
覚
情
で
も
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
業
が
あ
り
う
る
と
し
て
い
る
。

次
に
、
公
益
法
人
の
場
合
、
財
団
法
人
札
幌
市
生
涯
学
習
振
興
財
団
は
市
民
の
生
涯
学
習
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
役
割
を
果
た
す
も
の
と
し
て
、
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社
会
福
祉
法
人
札
幌
市
福
祉
事
業
団
も
行
政
そ
の
も
の
に
か
な
り
近
い
存
在
と
し
て
公
益
性
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
財
団

法
人
札
幌
国
際
プ
ラ
ザ
及
び
財
団
法
人
札
幌
勤
労
者
職
業
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、
い
ず
れ
も
公
益
性
が
高
い
と
す
る
一
方
、
公
益
性
の
多
義
性

と
不
確
定
性
も
指
摘
し
て
い
る
。

(
六
)
第
三
セ
ク
タ
ー
と
行
政
と
の
関
係
に
つ
い
て

一
般
的
に
、
第
三
セ
ク
タ
ー
は
行
政
と
異
な
る
独
立
し
た
法
人
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
法
的
に
は
民
間
の
私
法
人
と
同
視
す
べ
き
で
あ
る

と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
今
回
の
実
態
調
査
か
ら
、
第
三
セ
ク
タ
ー
は
他
の
民
間
法
人
と
比
べ
る
と
遥
か
に
行
政
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

いわゆる第三セクターに関する行政法学的考察 (2) 

公
益
法
人
形
態
の
場
合
を
見
て
み
る
と
、
社
会
福
祉
法
人
札
幌
市
福
祉
事
業
団
に
お
け
る
「
市
の
行
政
そ
の

も
の
に
か
な
り
近
い
」
と
い
う
見
解
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
自
ら
を
行
政
の
担
い
手
と
し
て
行
政

事
務
を
補
完
的
・
代
替
的
に
行
う
存
在
で
あ
る
と
位
置
づ
け
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
株
式
会
社
形
態
の
場
合
は
、
自
ら
を
営
利
を
目
的
と
す
る
株
式
会
社
と
位
置
づ
け
て
い
る

例
も
あ
れ
ば
、
行
政
の
一
環
と
し
て
行
政
を
補
完
し
て
い
る
と
み
て
い
る
例
も
あ
る
。
し
か
し
、
前
に
も
触
れ

た
よ
う
に
、
前
者
の
い
ず
れ
の
法
人
に
お
い
て
も
、
後
者
と
同
様
、
行
政
か
ら
独
立
し
自
力
で
民
間
法
人
と
し

て
存
続
し
て
い
く
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
逆
の
角
度
か
ら
み
れ
ば
、
第
三
セ
ク
タ
ー

が
普
通
の
民
間
法
人
よ
り
行
政
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

(
七
)
第
三
セ
ク
タ
ー
の
補
助
金
及
、
び
委
託
料
に
つ
い
て

行
政
か
ら
多
額
の
補
助
金
及
び
委
託
料
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
、
第
三
セ
ク
タ
ー
の
も
う
一
つ
の
共
通
点
と

言
え
よ
う
。
紙
幅
の
関
係
で
法
人
ご
と
の
金
額
は
こ
こ
で
省
略
す
る
が
、
二

0
0
0
l
二
O
O
二
年
度
札
幌
市

北1去55(4・315)1699



説

全
体
の
実
績
を
見
て
み
る
と
、
委
託
料
は
毎
年
三
O
O
億
円
規
模
で
一
定
し
て
い
る
が
、
補
助
金
は
二

O
O
二
年
度
に
は
二
九
億
四
千
万
円

に
の
ぼ
り
、
前
年
度
と
比
べ
る
と
一
二
億
七
千
万
円
も
増
え
て
い
る
(
表
⑫
参
照
)
。
補
助
金
増
加
の
主
な
理
由
は
、
公
益
法
人
等
派
遣
法

の
施
行
に
伴
い
市
派
遣
職
員
の
人
件
費
分
が
補
助
金
と
し
て
交
付
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
、
次
章
で
検
討
す
る
よ
う
に
、

派
遣
職
員
の
人
件
費
は
基
本
的
に
第
三
セ
ク
タ
ー
の
負
担
と
す
る
同
法
の
趣
旨
を
考
え
る
と
、
こ
の
よ
う
な
取
り
扱
い
に
は
問
題
が
あ
る
。

三子"'-
日間

(
八
)
第
三
セ
ク
タ
ー
の
将
来
に
つ
い
て

一
般
に
、
第
三
セ
ク
タ
ー
の
将
来
に
つ
い
て
は
廃
止
論
と
存
続
論
が
あ
る
。
し
か
し
、
今
回
実
態
調
査
を
行
っ
た
各
団
体
は
、
ま
ず
株
式

会
社
形
態
の
場
合
、
次
の
三
点
で
共
通
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
第
一
に
、
経
営
赤
字
や
累
積
赤
字
に
陥
り
、
し
か
も
将
来
存
続
の
見
通

し
が
悪
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
廃
止
を
躍
践
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
第
二
に
、
行
政
か
ら
完
全
に
独
立
し
民
間
企
業
と
し
て
活
動
し
て
い

く
こ
と
に
つ
い
て
、
健
全
な
第
三
セ
ク
タ
ー
で
あ
れ
、
不
健
全
な
第
三
セ
ク
タ
ー
で
あ
れ
、
い
ず
れ
も
消
極
的
な
姿
勢
が
目
立
っ
て
い
る
。

第
三
に
、
第
三
セ
ク
タ
ー
の
売
上
高
に
占
め
る
市
か
ら
の
補
助
金
及
び
委
託
料
の
割
合
、
す
な
わ
ち
市
へ
の
依
存
度
が
高
い
も
の
も
低
い
も

い
ず
れ
も
市
か
ら
の
独
立
を
困
難
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

次
に
、
公
益
法
人
形
態
の
場
合
は
、
「
民
間
だ
け
で
は
で
き
な
い
分
野
を
や
っ
て
い
る
」
、
「
仕
事
の
全
部
は
市
か
ら
の
も
の
で
あ
る
」
、
「
市

と
の
連
携
は
必
要
不
可
欠
で
あ
る
」
等
を
理
由
に
、
行
政
か
ら
完
全
に
独
立
し
、
名
実
と
も
民
間
法
人
と
し
て
活
動
し
て
い
く
の
は
無
理
で

の
も
、

あ
る
と
す
る
点
で
一
致
し
て
い
る
。
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